
東
方
學
報

京
都
第
九
八
册

(二
〇
二
三
)
：
一
五
七
-一
八
〇
頁

曹
操
高
陵
出
土
石
牌
銘
校
�

｢三
世
紀
東
ア
ジ
ア
の
硏
究
﹂
班

向
井

佑
介
・
森
下

違
司

本
稿
は
︑
河
南
省
安
陽
市
の
西
高
穴
二
號
墓

(曹
操
高
陵
)
か
ら
出
土
し
た

石
牌
銘
�
の
�
釋
で
あ
る
︒
二
〇
〇
八
年
に
こ
の
墓
が
盜
掘
さ
れ
た
の
を
契
機

と
し
て
本
格
�
な
�
査
が
始
ま
り
︑
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
の
發
掘
�

査
を
へ
て
︑
二
〇
一
六
年
に
正
式
報
吿
書
﹃
曹
操
高
陵
﹄
(以
下
︑
報
吿
と
略
稱
)

が
刊
行
さ
れ
た
︹
河
南
省
�
物
考
古
硏
究
院
二
〇
一
六
︺
︒
�
査
で
は
︑
�
室
を
中

心
と
し
て
﹁
魏
武
王
﹂
の
刻
銘
を
も
つ
石
牌
が
複
數
出
土
し
︑
後
室
お
よ
び
南

側
室
の
入
口
附
�
か
ら
副
葬
品
の
名
稱
・
材
質
・
規
格
・
數
量
な
ど
を
記
載
し

た
數
十
點
の
石
牌
が
發
見
さ
れ
た
︒
こ
の
﹁
魏
武
王
﹂
銘
石
牌
は
西
高
穴
二
號

墓
を
曹
操
高
陵
に
比
定
す
る
�
力
な
根
據
と
さ
れ
︑
年
代
・
規
模
・
�
�
・
立

地
な
ど
諸
方
面
か
ら
の
考
證
を
へ
て
︑
現
在
は
墓
の
被
葬
者
を
曹
操
自
身
と
す

る
考
え
方
が
定
說
�
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
本
稿
で
も
�
說
に
し
た
が
い
西

高
穴
二
號
墓
の
こ
と
を
曹
操
高
陵
と
呼
稱
す
る
︒

曹
操
高
陵
出
土
石
牌
は
︑
銘
�
內
容
と
形
狀
に
よ
り
二
種
に
大
別
さ
れ
る
︒

一
種
は
報
吿
が
﹁
圭
形
石
牌
﹂
と
呼
稱
す
る
も
の
で
︑﹁
魏
武
王
常
�
用
﹂
か

ら
は
じ
ま
る
銘
�
を
も
ち
︑
武
器
等
の
名
稱
を
記
す
︒
上
端
が
尖
っ
た
縱
長
五

角
形
を
�
し
︑
高
さ
一
〇
･
九
㎝
︑
幅
三
･
一
五
㎝
︑
厚
さ
〇
･
八
㎝
を
は
か
る
︒

上
方
の
中
央
に
小
孔
が
あ
り
︑
銅
�
の
殘
存
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
本
來
は
別

の
器
物
に
取
り
つ
け
て
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒
出
土
し
た
十
餘
片
は
す
べ
て

破
損
し
て
お
り
︑
盜
掘
者
が
�
圖
�
に
破
壞
し
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

も
う
一
種
は
報
吿
が
﹁
六
邊
形
石
牌
﹂
と
呼
ぶ
も
の
で
︑
五
六
點
が
あ
る
︒
縱

長
長
方
形
の
左
右
兩
 
を
!
め
に
落
と
し
た
六
角
形
を
�
し
︑
高
さ
八
･
四
㎝
︑

幅
四
･
八
㎝
︑
厚
さ
〇
･
八
㎝
で
︑
上
部
中
央
に
圓
孔
を
穿
つ
︒
銘
�
は
一
行
か

ら
三
行
ま
で
の
も
の
が
あ
り
︑
副
葬
品
の
名
稱
・
材
質
・
數
量
な
ど
を
記
し
て

い
る
︒

こ
れ
ら
二
種
の
石
牌
の
う
ち
︑
後
者
と
"
似
し
た
石
牌
が
︑
河
南
省
洛
陽
市

の
西
朱
村
一
號
墓
か
ら
大
量
に
出
土
し
て
お
り
︑
本
硏
究
班
で
は
�
號
に
そ
の

�
釋
﹁
洛
陽
西
朱
村
曹
魏
墓
出
土
石
牌
銘
#
�

(以
下
︑
#
�
と
略
稱
)
﹂
を
公

表
し
た
︹﹁
三
世
紀
東
ア
ジ
ア
の
硏
究
﹂
班
二
〇
二
二
︺
︒
本
稿
で
も
︑
お
お
む
ね
#
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�
の
分
類
に
し
た
が
い
︑
(
)
・
什
器
・
飮
食
・
武
器
・
儀
禮
・
娛
樂
・
不
詳
︑

の
順
に
整
理
し
た
︒
記
営
に
あ
た
っ
て
は
︑
ま
ず
石
牌
銘
�
の
釋
�
を
示
し
︑

河
南
省
�
物
考
古
硏
究
院
に
よ
る
報
吿
の
+
物
番
號
・
,
色
圖
版
番
號
お
よ
び

石
牌
の
形
狀

(圭
形
・
六
角
形
)
を
附
記
し
た
︒
報
吿
に
寫
眞
が
揭
載
さ
れ
ず
︑

他
の
書
籍
に
圖
版
が
あ
る
も
の
は
出
典
を
記
し
た
︒

釋
�
中
の
記
號
の
用
法
は
︑
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

〼
：
石
牌
の
斷
裂
に
よ
る
�
字
の
缺
損
を
あ
ら
わ
す
︒

□
：
.
讀
不
能
の
�
字
を
あ
ら
わ
す
︒

⁝
：
.
讀
不
能
か
つ
字
數
も
不
/
な
�
字
列
を
あ
ら
わ
す
︒

字
：
殘
劃
を
も
と
に
.
讀
し
た
�
字
を
あ
ら
わ
す
︒

[
﹈
：
�
例
や
內
容
を
も
と
に
補
っ
た
�
字
を
あ
ら
わ
す
︒

�
釋
に
お
い
て
︑
頻
出
す
る
出
典
は
略
稱
を
用
い
︑
卷
號
と
圖
版
番
號
を
1

記
し
た
︒
そ
れ
以
外
の
參
考
�
獻
は
︹

︺
に
著
者
名
と
發
表
年
を
記
し
た
︒

特
に
關
連
す
る
銘
�
の
石
牌
が
西
朱
村
一
號
墓
か
ら
出
土
し
て
い
る
場
合
は
︑

#
�
番
號
と
洛
陽
市
�
物
考
古
硏
究
�
の
+
物
番
號
を
1
記
し
た
︒

銘
�
釋
讀
と
�
釋
作
成
は
︑
5
と
し
て
飮
食
・
武
器
・
儀
禮
を
森
下
違
司
が
︑

(
)
・
什
器
・
娛
樂
・
不
詳
の
項
目
を
向
井
佑
介
が
擔
當
し
︑
6
體
を
向
井
が

ま
と
め
た
︒
共
同
硏
究
班
に
お
け
る
檢
討
作
業
に
參
加
し
た
の
は
︑
東
潮
・
諫

早
直
人
・
稻
本
泰
生
・
王
含
元
・
大
谷
育
惠
・
大
7
理
紗
・
岡
村
秀
典
・
金
�

京
・
古
8
隆
一
・
髙
井
た
か
ね
・
謁
川
幸
祐
・
田
中
一
輝
・
長
友
<
子
・
=
井

律
之
・
古
松
崇
志
・
馬
渕
一
輝
・
宮
宅
>
・
目
黑
杏
子
・
森
岡
秀
人
・
山
本

堯
・
吉
井
秀
夫
の
各
位
で
あ
る

(五
十
@
順
)
︒

一
︑
�
�

(
一
)
衣
�

1

黃
綾
袍
錦
領
袖
一

(M
二
：
三
三
一

聯
會
用
品
類
二
二

六
角
形
)

黃
色
い
あ
や
ぎ
ぬ
の
袍
で
︑
錦
の
襟
と
袖
を
も
つ
も
の
が
一
着
︒

｢袍
﹂
は
上
下
が
つ
な
が
っ
た
着
物
を
い
う
︒﹃
釋
名
﹄
釋
衣
(
に
﹁
袍
︑
丈

夫
著
︑
下
至
跗
者
也
︒
袍
︑
苞
也
︑
苞
內
衣
也
︒
B
人
以
絳
作
衣
裳
︑
上
下
連
︑

四
C
施
緣
︑
亦
曰
袍
︑
義
亦
然
也
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
袍
は
下
端
が
か
か
と
に

E
す
る
長
い
着
物
で
︑
上
下
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
︒

｢綾
﹂
は
あ
や
ぎ
ぬ
︒﹃
釋
名
﹄
釋
采
帛
に
﹁
綾
︑
凌
也
︑
其
�
F
之
如
冰
凌

之
理
也
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
G
樣
は
冰
の
縞
の
よ
う
だ
と
営
べ
て
い
る
︒

｢
黃
綾
袍
﹂
は
黃
色
い
あ
や
ぎ
ぬ
の
長
い
着
物
︒
古
い
用
例
を
缺
く
も
の
の
︑

﹃
舊
H
書
﹄
輿
(
志
は
隋
の
讌
(

(常
(
)
に
つ
い
て
﹁
隋
代
I
王
貴
臣
︑
多
(

黃
�
綾
袍
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒

｢錦
﹂
は
﹃
釋
名
﹄
釋
采
帛
に
﹁
錦
︑
金
也
︑
作
之
用
功
重
︑
其
價
如
金
﹂

と
あ
る
と
お
り
︑
金
に
J
敵
す
る
價
値
を
も
つ
貴
重
な
も
の
と
さ
れ
た
︒

｢錦
領
袖
﹂
は
着
物
の
襟
と
袖
を
錦
で
)
っ
た
も
の
︒﹁
綾
﹂
と
﹁
錦
﹂
の
組

み
あ
わ
せ
は
﹃
三
國
志
﹄
魏
書
・
夏
侯
玄
傳
に
﹁
今
科
制
自
公
・
列
侯
以
下
︑

位
從
大
將
軍
以
上
︑
皆
得
(
綾
錦
・
羅
綺
・
紈
素
・
金
銀
餙
鏤
之
物
︑
自
是
以

下
︑
雜
綵
之
(
︑
�
于
賤
人
︑
雖
上
下
等
L
︑
各
示
�
差
﹂
と
あ
り
︑
公
・
列

侯
よ
り
以
下
︑
大
將
軍
以
上
の
高
位
の
人
物
が
綾
錦
を
身
に
着
け
る
こ
と
が
許

さ
れ
て
い
た
︒
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2

紫
綺
大
察
一
︑

刺
補
自
副

(M
二
：
三
〇
四

怨
出
一
七
頁
下

六
角
形
)

紫
色
の
あ
や
ぎ
ぬ
で
つ
く
っ
た
︑
上
下
が
つ
ら
な
っ
た
着
物
が
一
着
︑
そ
れ

に
刺
繡
G
樣
の
あ
る
附
屬
品
を
と
も
な
っ
て
い
る
︒

｢綺
﹂
は
あ
や
ぎ
ぬ
︒﹁
紫
綺
﹂
は
﹃
宋
書
﹄
樂
志
三
・
大
曲
・
豔
歌
羅
O
行

に
﹁
緗
綺
爲
下
帬
︑
紫
綺
爲
上
襦
﹂
と
あ
り
︑﹁
綺
䙱
﹂
に
つ
い
て
は
晉
の

﹃
東
宮
舊
事
﹄
(﹃
太
7
御
覽
﹄
皇
親
部
・
太
子
妃
�
引
)
に
﹁
皇
太
子
P
妃
⁝
⁝
丹

羅
杯
�
長
命
綺
䙱
一
﹂
と
記
さ
れ
る
︒

｢
察
﹂
は
﹁
䙱
﹂
に
同
じ
︒﹃
釋
名
﹄
釋
衣
(
に
﹁
䙱
︑
屬
也
︑
衣
裳
上
下
相

連
屬
也
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
衣
と
裳
が
上
下
つ
ら
な
っ
た
着
物
を
い
う
︒﹁
大

察
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
禮
記
﹄
雜
記
上
﹁
繭
衣
裳
﹂
の
¤
玄
�
に
﹁
繭
衣
裳
者
︑

若
今
大
察
也
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
西
朱
村
石
牌
に
は
﹁
白
緋
練
大
／
袖
察
一

領
﹂
(
#
�
4
・
5
︑
M
一
：
四
五
七
・
四
五
八
)
が
あ
る
︒

｢刺
補
﹂
は
﹁
刺
黼
﹂
の
こ
と
か
︒﹃
說
�
﹄
黹
部
に
﹁
黼
︑
白
與
黑
相
R

�
﹂
と
あ
る
よ
う
に
﹁
黼
﹂
は
白
と
黑
の
刺
繡
G
樣
を
い
う
︒﹃
爾
S
﹄
釋
器

﹁
黼
領
謂
之
襮
﹂
の
孫
炎
・
郭
璞
�
に
﹁
繡
刺
黼
�
以
拶
領
﹂
と
あ
る
︒
た
だ

し
︑
こ
の
石
牌
で
は
﹁
刺
補
自
副
﹂
と
あ
る
た
め
︑
單
に
﹁
紫
綺
大
察
﹂
に
刺

繡
G
樣
を
加
え
た
も
の
で
は
な
く
︑
刺
繡
G
樣
の
あ
る
附
屬
品
を
と
も
な
っ
て

い
た
と
推
定
さ
れ
る
︒

3

長
命
綺
複
衫

丹
�
衸
一

(M
二
：
三
〇
五

怨
出
二
一
頁
下

六
角
形
)

長
命
綺

(五
色
の
あ
や
ぎ
ぬ
)
で
つ
く
っ
た
︑
あ
わ
せ
の
着
物
で
︑
赤
い
G
樣

の
あ
る
裾
を
つ
け
た
も
の
が
一
着
︒

｢長
命
綺
﹂
は
多
く
の
色
を
用
い
た
あ
や
ぎ
ぬ
︒﹃
釋
名
﹄
釋
采
帛
に
﹁
綺
︑

欹
也
︒
其
�
欹
T
︑
不
順
經
雲
之
縱
橫
也
︒
�
杯
�
︑
形
似
杯
也
︒
�
長
命
︑

其
綵
色
相
閒
︑
皆
橫
W
幅
︑
此
之
謂
也
︒
言
長
命
者
︑
(
之
X
人
命
長
︑
本
�

者
之
�
也
﹂
と
あ
り
︑﹁
綺
﹂
は
!
め
に
傾
い
た
G
樣
を
織
り
あ
ら
わ
し
た
も

の
で
︑
そ
こ
に
五
綵
の
糸
が
閒
Y
を
置
い
て
用
い
た
も
の
を
﹁
長
命
﹂
と
稱
し

た
︒
そ
れ
は
着
用
す
る
人
の
命
を
長
か
ら
し
め
る
�
味
で
︑
製
作
者
が
�
圖
し

た
の
だ
と
い
う
︒
林
巳
奈
夫
︹
一
九
七
六
：
一
一
七
～
一
一
八
頁
︺
は
﹁
綺
と
は
︑

!
G
組
織
で
菱
形
を
基
�
と
し
た
Z
何
學
G
を
織
り
出
し
た
綾
の
こ
と
﹂
で
あ

り
︑﹁
五
色
を
段
々
に
し
て
橫
幅
一
ぱ
い
に
織
る
﹂
と
い
う
の
は
﹁
同
じ
組
合

せ
の
綜
絖
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
同
じ
!
G
組
織
を
織
り
出
し
な
が
ら
︑
雲
に

[
っ
た
色
の
糸
を
用
い
た
﹂
も
の
と
解
釋
し
て
い
る
︒

�
揭
﹃
東
宮
舊
事
﹄
に
﹁
皇
太
子
P
妃
⁝
⁝
丹
羅
杯
�
長
命
綺
䙱
一
﹂﹁
長

命
杯
�
綺
袴
﹂
(﹃
太
7
御
覽
﹄
皇
親
部
・
太
子
妃
�
引
)
︑﹁
太
子
P
妃
⁝
⁝
丹
羅

長
命
綺
絹
裏
椀
囊
一
﹂
(同
・
(
用
部
・
囊
�
引
)
が
あ
る
︒

｢複
衫
﹂
は
あ
わ
せ
の
衣
(
︒﹃
釋
名
﹄
釋
衣
(
に
﹁
衫
︑
芟
也
︑
衫
末
無
袖

端
也
︒
�
裏
曰
複
︑
無
裏
曰
單
﹂
と
あ
り
︑
衫
と
は
袖
の
端
が
な
く
︑
短
い
袖

の
衣
(
だ
と
い
う
︹
林
一
九
七
六
：
一
二
頁
︺
︒
そ
の
う
ち
︑
裏
地
が
あ
る
も
の

を
﹁
複
衫
﹂︑
裏
地
が
な
い
も
の
を
﹁
單
衫
﹂
と
呼
ん
だ
︒

二
行
目
第
三
字
を
李
梅
田
は
﹁
襆
﹂︑
報
吿
と
怨
出
は
﹁
裗
﹂
に
作
る
が
︑

右
側
の
旁
は
﹁
介
﹂
の
隸
書
體
で
あ
り
︑﹁
衸
﹂
が
正
し
い
︒﹁
衸
﹂
は
﹃
說

�
﹄
衣
部
に
﹁
衸
︑
袥
也
﹂
と
あ
り
︑
衣
の
え
り
を
ひ
ら
い
た
さ
ま
を
い
う
︒

一
方
︑﹃
廣
韻
﹄
誡
は
﹁
衸
︑
布
衣
幅
也
﹂︑﹃
玉
]
﹄
衣
部
は
﹁
衸
⁝
⁝
衣
裾

也
﹂
と
い
い
︑
衣
の
緣
な
い
し
裾
と
解
釋
す
る
︒
こ
こ
で
は
︑
衫
の
裙
を
赤
い

G
樣
で
)
っ
た
さ
ま
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
︒

曹操高陵出土石牌銘校�
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4

紫
綃
披
衫

黃
綃
衸
一

(M
二
：
二
四
七

報
吿
八
二

−

三

六
角
形
)

紫
色
の
う
す
ぎ
ぬ
の
着
物
で
︑
黃
色
い
裾
を
つ
け
た
も
の
が
一
着
︒

｢
綃
﹂
は
﹃
說
�
﹄
糸
部
﹁
綃
︑
生
絲
也
﹂
の
段
玉
裁
�
に
﹁
生
絲
也
︑
一

曰
繒
名
﹂
と
い
う
よ
う
に
生
糸
あ
る
い
は
繒
の
類
を
指
す
︒
一
方
︑﹃
禮
記
﹄

玉
藻
﹁
君
子
狐
靑
裘
	
褎
︑
玄
綃
衣
以
裼
之
﹂
の
¤
玄
�
に
﹁
君
子
︑
大
夫
士

也
︒
綃
︑
綺
屬
也
﹂
と
あ
り
︑﹁
綃
﹂
は
あ
や
ぎ
ぬ
の
一
種
だ
と
い
う
︒
ま
た
︑

曹
a
﹁
洛
神
賦
﹂
(﹃
�
#
﹄
卷
十
九
)
﹁
曳
霧
綃
之
輕
裾
﹂
の
李
善
�
に
﹁
綃
︑

輕
縠
也
﹂︑
呂
向
�
に
﹁
霧
綃
︑
d
縑
也
﹂
と
あ
り
︑
う
す
ぎ
ぬ
と
解
釋
す
る
︒

﹃
三
國
志
﹄
魏
書
・
武
I
紀
﹁
諡
曰
武
王
︑
二
f
丁
卯
︑
葬
高
陵
﹂
の
裴
松
之

�
に
引
く
﹃
曹
瞞
傳
﹄
に
曹
操
自
身
の
こ
と
を
g
し
て
﹁
被
(
輕
綃
︑
身
自
佩

小
鞶
囊
︑
以
盛
手
巾
細
物
︑
時
或
冠
帢
i
以
見
賓
客
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒

｢披
衫
﹂
に
つ
い
て
は
H
代
以
影
の
�
獻
に
用
例
が
多
く
み
ら
れ
る
︒
�

蜀
・
馬
鑑
﹃
續
事
始
﹄
衫

(﹃
說
郛
﹄
卷
十
)
は
H
の
劉
孝
孫
﹃
二
儀
實
錄
﹄
を

引
い
て
﹁
古
者
女
子
衣
與
裳
連
︑
狀
如
披
衫
︑
而
制
之
短
長
與
裙
相
似
︑
秦
始

皇
方
令
短
作
衫
子
﹂
と
営
べ
︑
古
代
の
上
下
が
つ
ら
な
っ
た
長
い
着
物
を
﹁
披

衫
﹂
の
よ
う
だ
と
g
し
て
い
る
︒
ま
た
同
書
・
披
衫
で
は
︑
や
は
り
﹃
二
儀
實

錄
﹄
を
引
い
て
﹁
披
衫
爲
制
︑
蓋
從
褕
翟
而
來
︑
但
取
其
紅
紫
一
色
︑
而
無
花

綵
︑
長
與
身
齊
︑
大
袖
︑
下
其
領
︑
卽
暑
f
之
(
﹂
と
営
べ
︑﹁
披
衫
﹂
は

﹁
褕
翟
﹂
に
由
來
す
る
も
の
で
︑
色
は
紅
紫
の
み
︑
G
樣
は
な
く
︑
長
さ
は
身

長
ほ
ど
︑
大
袖
の
着
物
で
暑
f
の
(
だ
と
說
/
す
る
︒

｢
衸
﹂
字
に
つ
い
て
︑
李
梅
田
は
﹁
襆
﹂
と
し
︑
報
吿
は
右
側
の
旁
を
﹁
不
﹂

に
作
る
が
︑﹁
衸
﹂
が
正
し
い
︒﹁
衸
﹂
は
衣
の
裾
で
あ
り
︑
こ
こ
で
は
衫
の
裙

を
黃
色
い
う
す
ぎ
ぬ
で
緣
ど
り
し
て
)
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

5

丹
綃
襜
襦
一

(M
二
：
三
二
〇

報
吿
八
七

−

四

六
角
形
)

赤
色
の
う
す
ぎ
ぬ
で
つ
く
っ
た
︑
肌
着
が
一
着
︒

｢
綃
﹂
は
う
す
ぎ
ぬ
︒
石
牌
M
二
：
二
四
七
﹁
紫
綃
披
衫
﹂
參
照
︒

｢
襜
襦
﹂
は
肌
着
を
い
う
︒﹃
方
言
﹄
卷
四
に
﹁
汗
襦
⁝
⁝
陳
魏
宋
楚
之
閒
︑

謂
之
襜
襦
︑
或
謂
之
襌
襦
﹂
と
あ
り
︑
郭
璞
�
に
﹁
今
或
呼
衫
爲
單
襦
﹂
と
あ

る
︒﹁
襜
襦
﹂
は
﹁
襌
襦
﹂
と
も
稱
し
︑﹁
衫
﹂
に
似
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒

﹁
襌
襦
﹂
は
﹃
釋
名
﹄
釋
衣
(
に
﹁
襌
襦
︑
如
襦
而
無
絮
也
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑

襦
に
似
て
綿
が
入
っ
て
い
な
い
も
の
を
い
う
︒
畢
沅
�
は
﹁
襌
則
無
裏
︑
安
得

�
絮
︑
不
必
言
無
絮
矣
︑
襌
當
爲
袷
﹂
と
営
べ
︑
そ
の
實
態
は
あ
わ
せ
の
着
物

だ
と
指
摘
す
る
︒
一
方
︑
尹
灣
漢
墓
の
﹁
君
兄
衣
物
駅
﹂
に
は
﹁
靑
綺
複
襦
﹂

﹁
練
單
襦
﹂
が
あ
り
︹
連
雲
q
市
r
物
館
ほ
か
一
九
九
七
︺
︑
材
質
の
衣
な
る
﹁
複

襦
﹂
と
﹁
單
襦
﹂
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

6

白
練
單
衫
二

(M
二
：
二
九
一

報
吿
八
四

−

一

六
角
形
)

白
色
の
ね
り
ぎ
ぬ
で
つ
く
っ
た
ひ
と
え
の
肌
着
が
二
着
︒

｢
練
﹂
は
ね
り
ぎ
ぬ
︒﹃
說
�
﹄
糸
部
に
﹁
練
︑
湅
繒
也
﹂
と
あ
る
︒
李
梅
田

は
﹁
白
練
﹂
が
屍
に
着
せ
る
裝
束
を
は
じ
め
喪
葬
に
用
い
ら
れ
る
例
が
多
い
こ

と
に
�
目
し
︑
H
・
杜
祐
﹃
�
典
﹄
大
喪
初
t
u
山
陵
制
が
晉
制
に
つ
い
て
営

べ
た
﹁
奠
祭
之
具
u
器
藏
物
︑
皆
v
以
白
練
﹂
を
引
用
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
同

書
・
天
子
弔
大
臣
(
議
は
晉
の
摯
w
の
說
を
引
い
て
﹁
凡
X
弔
祭
︑
同
姓
者
︑

素
冠
幘
︑
白
練
深
衣
︑
器
用
皆
素
﹂
と
い
い
︑
弔
祭
に
白
練
の
深
衣

(上
下
が

つ
な
が
っ
た
着
物
)
を
用
い
る
と
す
る
︒

｢單
﹂
は
ひ
と
え
︑﹁
衫
﹂
は
衣
(
︑
と
く
に
袖
の
短
い
肌
着
を
い
う

(
�
揭

石
牌
3
︑
M
二
：
三
〇
五
﹁
長
命
綺
複
衫
﹂
參
照
)
︒
R
の
石
牌
﹁
白
練
單
帬
一
﹂
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と
上
下
セ
ッ
ト
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
︒

な
お
︑
西
朱
村
石
牌
に
﹁
白
緋
練
褠
／
衫
一
□
﹂
(
#
�
2
︑
M
一
：
一
八
七
)

お
よ
び
﹁
白
緋
練
複
衫
一
﹂
(
#
�
3
︑
M
一
：
四
五
〇
)
が
あ
る
︒

7

白
練
單
帬
一

(M
二
：
一
〇
三

報
吿
八
一

−

四

六
角
形
)

白
色
の
ね
り
ぎ
ぬ
で
つ
く
っ
た
ひ
と
え
の
帬
が
一
着
︒

｢
帬
﹂
は
﹁
裙
﹂
に
同
じ
︒﹃
說
�
﹄
巾
部
に
﹁
帬
︑
下
裳
也
﹂
と
あ
る
よ
う

に
︑
下
{
身
に
ま
と
う
裳
の
こ
と
で
あ
る
︒
股
の
わ
か
れ
て
い
な
い
︑
ス
カ
ー

ト
狀
の
も
の
で
︑
男
女
と
も
に
着
用
し
た
︒﹃
釋
名
﹄
釋
衣
(
に
﹁
裙
︑
下
裳

也
︒
裙
︑
羣
也
︑
聯
接
羣
幅
也
﹂
と
あ
り
︑
複
數
の
き
れ
を
聯
接
し
て
|
い
あ

わ
せ
た
も
の
だ
と
い
う
︹
林
一
九
七
六
：
一
三
～
一
四
頁
︺
︒

｢單
帬

(裙
)
﹂
は
ひ
と
え
の
裳
を
い
う
︒
崔
鴻
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
後
趙
錄

(﹃
太
7
御
覽
﹄
(
違
部
�
引
)
に
﹁
孟
卓
︑
字
君
洩
︑
少
脩
苦
之
志
︑
着
單
裙
十

年
不
奄
﹂
と
あ
る
︒

｢白
練
帬

(裙
)
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
隋
書
﹄
禮
儀
志
・
衣
冠
が
記
す
隋
の
制
度

に
﹁
黑
介
幘
︑
白
紗
單
衣
︑
烏
皮
履
︑
拜
陵
則
(
之
︒
白
紗
i
︑
白
練
裙
襦
︑

烏
皮
履
︑
視
~
・
聽
訟
u
宴
見
賓
客
︑
皆
(
之
︒
白
帢
︑
白
紗
單
衣
︑
烏
皮
履
︑

舉
哀
則
(
之
﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
る
︒

8

絳
白
複
帬
一

(M
二
：
二
九
〇

報
吿
八
三

−

四

六
角
形
)

赤
色
と
白
色
を
あ
わ
せ
た
帬
が
一
着
︒

｢複
帬
﹂
は
裏
地
の
あ
る
帬

(裙
)
︒
晉
の
皇
太
子
の
禮
を
記
し
た
﹃
東
宮
舊

事
﹄
(﹃
初
學
記
﹄
器
物
部
・
裙
�
引
)
に
﹁
皇
太
子
P
妃
�
絳
紗
複
裙
︑
絳
碧
結

綾
複
裙
︑
丹
碧
紗
G
雙
裙
︑
紫
碧
紗
�
雙
裙
﹂
な
ど
が
あ
り
︑
高
貴
な
女
性
が

身
に
着
け
る
各
種
の
﹁
複
裙
﹂
や
﹁
雙
裙
﹂
を
列
擧
し
て
い
る
︒

石
牌
末
尾
の
數
字
を
報
吿
と
李
梅
田
は
﹁
一
﹂︑
怨
出
は
﹁
二
﹂
と
讀
む
︒

﹁
一
﹂
字
の
上
の
橫
劃
は
.
然
と
せ
ず
︑
こ
こ
で
は
�
者
に
し
た
が
う
︒

9

絳
�
複
袴
一

(M
二
：
三
二
五

聯
會
用
品
類
二
七

六
角
形
)

赤
い
�
樣
の
あ
わ
せ
の
袴
が
一
着
︒

｢絳
﹂
は
赤
︑
深
紅
︒﹁
絳
袴
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
續
漢
書
﹄
輿
(
志
下
・
長
冠

に
﹁
絳
緣
領
袖
爲
中
衣
︑
絳
絝
撮
︑
示
其
赤
心
奉
神
也
﹂
が
あ
り
︑
同
・
后
夫

人
(
に
は
﹁
宗
c
以
下
︑
祠
祀
皆
冠
長
冠
︑
皁
繒
袍
單
衣
︑
絳
緣
領
袖
中
衣
︑

絳
絝
撮
︑
五
郊
各
從
其
色
焉
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
絳
�
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
語

林
﹄
(﹃
太
7
御
覽
﹄
居
處
部
・
厠
�
引
)
に
﹁
劉
寔
詣
石
崇
︑
如
厠
︑
見
�
絳
�

帳
・
茵
縟
甚
麗
︑
兩
婢
持
錦
囊
﹂
と
あ
る
︒

｢袴
﹂
は
﹃
釋
名
﹄
釋
衣
(
に
﹁
袴
︑
跨
也
︑
兩
股
各
跨
別
也
﹂
と
あ
り
︑

股
が
わ
か
れ
た
ズ
ボ
ン
狀
の
も
の
を
い
う
︒
ま
た
︑﹁
袴
﹂
は
﹁
絝
﹂
に
同
じ

で
︑﹃
說
�
﹄
糸
部
は
﹁
絝
︑
脛
衣
也
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒

西
朱
村
石
牌
に
は
﹁
白
緋
練
袴
一
﹂
(
#
�
7
︑
M
一
：
四
四
五
)
が
あ
る
︒

10

丹
�
直
領
一
︑

白
綺
帬
自
副

(M
二
：
三
三
〇

報
吿
八
九

−

二

六
角
形
)

赤
い
G
樣
を
も
つ
直
領
が
一
着
︑
そ
れ
に
白
色
の
あ
や
ぎ
ぬ
で
つ
く
っ
た
帬

を
と
も
な
う
︒

｢丹
�
﹂
は
赤
い
G
樣
︒﹃
禮
記
﹄
郊
特
牲
に
﹁
繡
黼
丹
朱
中
衣
︑
大
夫
之
僭

禮
也
﹂
と
あ
り
︑
¤
玄
�
は
こ
れ
を
﹁
言
此
皆
諸
侯
之
禮
也
﹂
と
し
た
上
で

﹁
繡
黼
丹
朱
︑
以
爲
中
衣
領
緣
也
﹂
と
営
べ
︑
え
り
に
丹
朱
色
の
ぬ
い
と
り
を

曹操高陵出土石牌銘校�
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加
え
た
も
の
が
諸
侯
の
內
衣
だ
と
い
う
︒

｢直
領
﹂
は
︑
直
線
�
な
え
り
を
も
つ
着
物
︒﹃
釋
名
﹄
釋
衣
(
に
﹁
直
領
︑

T
直
而
�
下
︑
亦
如
丈
夫
(
袍
方
也
﹂
と
あ
り
︑
!
め
に
垂
下
し
た
え
り
が
下

方
で
�
わ
り
︑
四
角
い
え
り
を
も
つ
袍
に
似
て
い
る
と
い
う
︒﹃
後
漢
書
﹄
儒

林
列
傳
の
﹁
円
武
五
年
︑
乃
修
C
太
學
⁝
⁝
(
方
領
�
矩
步
者
︑
委
它
乎
其

中
﹂
の
�
に
﹁
方
領
︑
直
領
也
﹂
と
あ
り
︑
直
領
に
似
た
方
領
は
儒
家
の
着
衣

で
あ
っ
た
ら
し
い
︹
林
一
九
七
六
：
三
頁
︺
︒

｢白
綺
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
漢
書
﹄
敍
傳
﹁
數
年
︑
金
華
之
業
絕
︑
出
與
王
・

許
子
弟
爲
羣
︑
在
於
綺
襦
紈
絝
之
閒
︑
非
其
好
也
﹂
の
顏
師
古
�
に
﹁
晉
灼
曰
︑

白
綺
之
襦
︑
冰
紈
之
絝
也
︒
師
古
曰
︑
紈
︑
素
也
︒
綺
︑
今
細
綾
也
︒
竝
貴
戚

子
弟
之
(
﹂
と
あ
り
︑
白
い
あ
や
ぎ
ぬ
の
襦
と
白
い
ね
り
ぎ
ぬ
の
袴
は
貴
族
の

子
弟
の
象
�
と
さ
れ
た
︒

な
お
︑
江
蘇
省
連
雲
q
市
の
尹
灣
二
號
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
衣
物
駅
木
牘
に

は
﹁
霜
綺
直
領
一
領
﹂﹁
帛
霜
帬
一
﹂﹁
霜
散
合
帬
一
﹂
な
ど
の
記
載
が
あ
る

︹
連
雲
q
市
r
物
館
ほ
か
一
九
九
七
︺
︒

11

紫
臂
褠
一
具

(M
二
：
二
九
二

報
吿
八
四

−

二

六
角
形
)

紫
色
の
臂
韝

(ゆ
ご
て
)
が
一
具
︒

｢臂
褠
﹂
は
﹁
臂
韝
﹂
と
も
い
う
︒﹃
後
漢
書
﹄
/
德
馬
皇
后
傳
﹁
倉
頭
衣
綠

褠
︑
領
袖
正
白
﹂
の
李
賢
�
に
﹁
褠
︑
臂
衣
︑
今
之
臂
韝
︑
以
�
左
右
手
︑
於

事
�
也
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
褠
﹂
は
﹁
臂
衣
﹂
す
な
わ
ち
﹁
臂
韝
﹂
で
あ
り
︑

左
右
の
手

(袂
)
を
�
っ
て
作
業
し
や
す
く
す
る
も
の
を
い
う
︒
ま
た
﹁
臂

韝
﹂
は
と
く
に
鞲

(ゆ
ご
て
)
を
指
し
︑
弓
を
射
る
際
に
左
の
臂
に
裝
着
す
る
︒

第
四
字
の
數
を
報
吿
と
李
梅
田
は
﹁
一
﹂︑
怨
出
は
﹁
二
﹂
と
讀
む
︒
上
の

橫
劃
に
は
�
っ
て
修
正
し
た
痕
跡
が
あ
り
︑
�
者
に
し
た
が
う
︒

(
二
)
履
物

12

白
練
撮
一
量

(M
二
：
三
二
一

聯
會
用
品
類
三
二

六
角
形
)

白
い
ね
り
ぎ
ぬ
の
た
び
一
組
︒

｢
撮
﹂
は
足
衣
︑
た
び
︒﹃
淮
南
子
﹄
說
林
訓
に
﹁
鈞
之
縞
也
︑
一
端
以
爲
冠
︑

一
端
以
爲
撮
︑
冠
則
戴
致
之
︑
撮
則
蹍
履
之
﹂
と
あ
る
︒﹃
集
韻
﹄
卷
九
は

﹁
韤
︑
勿
發
切
︑
說
�
︑
足
衣
也
︑
或
从
革
︑
从
衣
︑
从
皮
︑
亦
作
韎
・
撮
・

𤿗
・
袜
・
帓
﹂
と
說
/
す
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
韤
﹂
は
﹃
說
�
﹄
韋
部
に
﹁
足
衣

也
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
﹁
韈
・
襪
・
𥀯
・
韎
・
撮
・
𤿗
・
袜
・
帓
﹂
に
作
る
と
い

う
︒｢一

量
﹂
は
一
對
の
�
︒
晉
・
µ
洪
﹃
�
朴
子
﹄
內
]
に
﹁
赤
玉
舄
一
量
﹂

が
あ
り
︑﹃
宋
書
﹄
禮
志
に
﹁
~
(
一
具
︑
冠
幘
各
一
︑
絳
緋
袍
・
皁
緣
中
單

衣
領
袖
各
一
領
︑
革
帶
袷
袴
各
一
︑
舄
・
袜
各
一
量
︑
簪
�
餉
自
副
﹂
と
あ
る
︒

(
三
)
頭
�

13

竹
簪
五
千
枚

(M
二
：
二
九
五

報
吿
八
五

−

一

六
角
形
)

竹
製
の
簪
が
五
千
本
︒

｢簪
﹂
は
か
ん
ざ
し
︒﹃
說
�
﹄
竹
部
に
﹁
笄
︑
簪
也
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
に
つ

い
て
﹃
禮
記
﹄
內
則
﹁
櫛
縰
笄
總
衣
紳
﹂
の
¤
玄
�
に
﹁
笄
︑
今
簪
也
﹂︑﹃
儀

禮
﹄
士
昏
禮
﹁
姆
纚
笄
�
衣
在
其
右
﹂
の
¤
玄
�
に
﹁
笄
︑
今
時
簪
也
﹂
と
あ

る
こ
と
か
ら
︑
笄
は
古
語
で
あ
り
︑
後
漢
代
に
は
簪
の
語
が
用
い
ら
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
︹
林
一
九
七
六
：
八
三
～
八
四
頁
︺
︒

李
梅
田
は
﹃
儀
禮
﹄
士
喪
禮
﹁
鬠
笄
用
桑
︑
長
四
寸
︑
纋
中
﹂
の
¤
玄
�
に

﹁
桑
之
爲
言
喪
也
︑
用
爲
笄
︑
取
其
名
也
︑
長
四
寸
︑
不
冠
故
也
﹂
と
あ
り
︑

ま
た
武
威
�
嘴
子
四
八
號
墓
・
六
二
號
墓
の
女
性
+
體
の
髻
に
竹
簪
各
一
本
が
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揷
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
︹
甘
肅
省
r
物
館
一
九
七
二
︺
︑
長
沙
馬
王
堆
一
號
墓
か
ら

も
數
本
の
簪
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
︹
湖
南
省
r
物
館
ほ
か
一
九
七
三
︺
に
着
目

し
︑
石
牌
の
﹁
竹
簪
五
千
枚
﹂
は
被
葬
者
の
髮
を
ま
と
め
る
の
に
用
い
た
簪
と

解
釋
す
る
︒

閻
焰
︹
二
〇
二
二
︺
は
﹁
竹
簪
﹂
は
漢
魏
の
時
代
に
液
行
し
た
﹁
簪
筆
﹂
で

あ
り
︑
墓
5
が
�
字
に
精
�
し
︑
書
寫
に
長
じ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の

で
︑
裝
身
具
の
簪
で
は
な
い
と
い
う
︒
し
か
し
︑﹁
竹
簪
﹂
が
﹁
簪
筆
﹂
で
あ

る
こ
と
を
石
牌
の
記
載
か
ら
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
︑
こ
こ
で
は
そ
の

�
字
が
記
す
と
お
り
頭
)
と
し
て
の
簪
と
理
解
し
て
お
く
︒

14

擦
萊
蔮
一

(M
二
：
二
九
七

報
吿
八
五

−

三

六
角
形
)

髮
を
お
お
う
蔓
華
G
樣
の
)
り
布
が
一
枚
︒

報
吿
は
第
一
字
を
﹁
鐞
﹂
に
作
り
﹁
鏝
﹂
に
同
じ
と
す
る
︒
し
か
し
﹁
鐞
﹂

と
﹁
擦

(鏝
)
﹂
は
別
字
︒
第
一
字
右
側
の
旁
は
後
漢
中
7
二
年

(一
八
五
)
曹

6
碑
碑
陰
に
み
る
﹁
㬅

(曼
)
﹂
字
と
�
似
し
︹
永
田
一
九
九
四
：
一
二
六
︺
︑﹁
擦

(鏝
)
﹂
と
讀
む
の
が
正
し
い
︒
し
か
し
﹁
擦

(鏝
)
﹂
は
壁
塗
用
の
こ
て
︑
あ
る

い
は
戟
の
一
種
を
指
し
︑
�
味
が
�
じ
な
い
︒﹁
鏝
﹂
は
﹁
縵
﹂
に
�
じ
︑﹃
說

�
﹄
糸
部
に
﹁
縵
︑
繒
無
�
也
﹂
と
い
う
よ
う
に
無
G
の
き
ぬ
を
指
し
た
可
能

性
が
あ
る
︒
あ
る
い
は
﹁
鏝
﹂
は
﹁
幔
﹂
で
あ
り
︑﹃
說
�
﹄
巾
部
に
﹁
幎
︑

幔
也
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
v
布
を
�
味
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

｢萊
﹂
は
草
の
名
︒﹃
說
�
﹄
艸
部
に
﹁
萊
︑
蔓
華
也
﹂
と
あ
り
︑﹃
玉
]
﹄

艸
部
に
﹁
萊
⁝
⁝
藜
草
也
﹂
と
あ
る
︒
藜

(ア
カ
ザ
)
の
類
︒

｢
蔮
﹂
は
髮
を
�
む
布
の
こ
と
で
︑﹁
幗
﹂﹁
簂
﹂
に
同
じ
︹
林
一
九
七
六
：
七

九
～
八
〇
頁
︺
︒﹃
說
�
﹄
巾
部
に
﹁
幗
︑
B
人
首
)
﹂
と
あ
り
︑﹃
釋
名
﹄
釋
首

)
に
﹁
簂
︑
恢
也
︑
恢
廓
v
髮
上
也
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
B
人
の
髮
)
の
一
種

で
︑
髮
の
上
を
ゆ
っ
た
り
と
v
う
も
の
を
い
う
︒﹃
儀
禮
﹄
士
冠
禮
﹁
緇
布
冠
︑

缺
項
﹂
の
¤
玄
�
に
﹁
今
未
冠
笄
者
著
卷
幘
︑
頍
象
之
�
生
也
︑
滕
薛
名
蔮
爲

頍
﹂
と
あ
り
︑﹃
續
漢
書
﹄
輿
(
志
下
・
后
夫
人
(
に
は
﹁
太
皇
太
后
・
皇
太

后
入
c
(
⁝
⁝
簪
以
瑇
瑁
爲
擿
︑
長
一
尺
︑
端
爲
華
8
︑
上
爲
鳳
皇
�
︑
以
翡

ó
爲
毛
羽
︑
下
�
白
珠
︑
垂
黃
金
鑷
︒
左
右
一
橫
簪
之
︑
以
安
蔮
結
﹂
と
あ
る
︒

｢
擦

(鏝
)
萊
蔮
﹂
が
6
體
と
し
て
�
味
す
る
と
こ
ろ
は
/
確
で
な
い
も
の

の
︑
冠
下
な
い
し
頭
髮
に
着
け
る
)
り
の
よ
う
な
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

な
お
︑
末
尾
の
數
字
を
報
吿
と
李
梅
田
は
﹁
一
﹂︑
怨
出
は
﹁
二
﹂
と
讀
む
︒

上
の
橫
劃
は
�
っ
て
修
正
し
た
痕
跡
が
あ
り
︑
�
者
に
し
た
が
う
︒

(
四
)
佩
�
・
裝
身
具

15

珪
一

(M
二
：
三
四
一

曹
操
高
陵
管
理
委
員
會
網
站(1
)

六
角
形
)

玉
圭
が
一
つ
︒

｢珪
﹂
は
﹁
圭
﹂
に
同
じ
で
︑
上
端
が
と
が
っ
た
玉
器
を
い
う
︒﹃
白
虎
�
﹄

�
質
は
﹁
何
謂
五
瑞
︑
謂
珪
・
璧
・
琮
・
璜
・
璋
也
﹂
と
珪
が
瑞
玉
の
一
種
で

あ
る
こ
と
を
営
べ
︑
そ
の
形
狀
に
つ
い
て
﹁
上
兌
陽
也
︑
下
方
陰
也
﹂
と
上
が

銳
利
な
の
は
陽
を
︑
下
が
方
形
な
の
は
陰
を
象
�
す
る
と
說
/
し
て
い
る
︒

曹
操
高
陵
か
ら
は
石
圭
一
點

(
M
二
：
三
三
三
)
が
出
土
し
て
い
る
︒

16

璧
四

(M
二
：
三
一
六

聯
會
用
品
類
一
四

六
角
形
)

璧
が
四
枚
︒

報
吿
は
第
一
字
を
﹁
辟
﹂
と
す
る
が
︑
寫
眞
に
よ
り
﹁
璧
﹂
に
改
め
る
︒

｢璧
﹂
は
﹃
說
�
﹄
玉
部
に
﹁
璧
︑
瑞
玉
圜
也
﹂
と
い
い
︑
中
央
に
圓
孔
を

も
つ
圓
盤
狀
の
玉
器
で
あ
る
︒﹃
爾
S
﹄
釋
器
の
﹁
肉
倍
好
謂
之
璧
︑
好
倍
肉

曹操高陵出土石牌銘校�
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謂
之
瑗
︑
肉
好
若
一
謂
之
�
﹂
に
よ
れ
ば
﹁
好
(孔
)
﹂
が
小
さ
い
も
の
か
ら
順

に
﹁
璧
﹂﹁
�
﹂﹁
瑗
﹂
の
名
稱
が
あ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
實
際
に
は
孔
の
大
小
に

か
か
わ
ら
ず
﹁
璧
﹂
と
總
稱
す
る
こ
と
が
多
い
︹
林
一
九
九
九
：
七
三
～
七
四
頁
︺
︒

曹
操
高
陵
か
ら
は
大
き
さ
の
衣
な
る
石
璧
三
點

(M
二
：
八
七
・
一
〇
五
・
三

〇
〇
)
が
出
土
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
西
朱
村
一
號
墓
石
牌
に
は
﹁
璧
一
︑
柙
自

副
﹂
(
#
�
46
︑
M
一
：
二
三
二
)
と
﹁
石
璧
三
︑
柙
自
副
﹂
(
#
�
47
︑
M
一
：
二

一
四
)
が
あ
り
︑
收
P
用
の
柙
を
と
も
な
っ
て
い
る
︒

(
五
)
織
物

17

䋐
二
幅
一

(M
二
：
九
八

報
吿
八
一

−

三

六
角
形
)

二
幅
の
綾
織
物
が
一
枚
︒

報
吿
は
第
一
字
を
﹁
絨
﹂
に
作
る
が
︑﹁
䋐
﹂
が
正
し
い
︒﹁
䋐
﹂
は
﹃
說

�
﹄
糸
部
に
﹁
䋐
︑
采
頴
也
﹂
と
あ
り
︑
あ
や

(綾
織
物
)
を
い
う
︒

｢幅
﹂
は
﹃
漢
書
﹄
食
貨
志
に
﹁
布
帛
廣
二
尺
二
寸
爲
幅
︑
長
四
丈
爲
J
﹂

と
い
う
よ
う
に
︑
二
尺
二
寸
の
廣
さ
の
布
を
指
す
︒
江
西
省
南
昌
で
發
掘
さ
れ

た
吳
の
高
榮
墓
の
 
策
に
記
さ
れ
た
副
葬
品
に
は
﹁
故
帛
布
二
䋹

(幅
)
二

枚
﹂
が
あ
る
︹
江
西
省
歷
¢
r
物
館
一
九
八
〇
︺
︒

石
牌
の
﹁
䋐
二
幅
一
﹂
は
﹁
二
幅
﹂
す
な
わ
ち
廣
さ
四
尺
四
寸
の
﹁
䋐
﹂
が

一
枚
︑
と
い
う
�
味
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
末
尾
の
數
字
は
﹁
二
﹂
を
修
正
し
て

て
﹁
一
﹂
と
し
て
い
る
︒

18

䋐
手
巾
一

(M
二
：
三
六
二

報
吿
九
〇

−

三

六
角
形
)

綾
織
物
の
手
ぬ
ぐ
い
が
一
枚
︒

報
吿
は
第
一
字
を
﹁
絨
﹂
に
作
り
︑
王
子
今
︹
二
〇
二
一
a
︺
は
字
義
か
ら
そ

れ
が
外
來
の
品
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
字
は
﹁
䋐
﹂

が
正
し
い
︒
�
揭
石
牌
17
︑﹁
䋐
二
幅
一
﹂
(M
二
：
九
八
)
の
解
說
の
と
お
り

﹁
䋐
﹂
は
あ
や

(綾
織
物
)
を
い
う
︒

｢手
巾
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
說
�
﹄
巾
部
に
﹁
巾
︑
佩
巾
也
﹂
と
あ
り
︑
腰
に

ぶ
ら
下
げ
る
手
ぬ
ぐ
い
を
い
う
︒﹃
三
國
志
﹄
魏
書
・
武
I
紀
﹁
二
f
丁
卯
︑

葬
高
陵
﹂
の
裴
松
之
�
に
引
く
﹃
曹
瞞
傳
﹄
に
﹁
太
祖
⁝
⁝
被
(
輕
綃
︑
身
自

佩
小
鞶
囊
︑
以
盛
手
巾
細
物
︑
時
或
冠
帢
i
以
見
賓
客
﹂
と
あ
り
︑
曹
操
は
小

鞶
囊
に
手
巾
な
ど
細
々
と
し
た
も
の
を
入
れ
て
携
帶
し
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
吳

の
高
榮
墓
出
土
の
 
策
に
は
﹁
故
帛
布
手
巾
三
枚
﹂
が
副
葬
さ
れ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
た
︹
江
西
省
歷
¢
r
物
館
一
九
八
〇
︺
︒

西
朱
村
一
號
墓
石
牌
に
﹁
白
越
手
巾
一
﹂
(
#
�
51
︑
M
一
：
二
二
九
)
が
あ

り
︑
こ
れ
も
﹁
白
䋐
手
巾
一
﹂
と
解
釋
す
る
の
が
¤
當
で
あ
る
︒

二
︑
什
器

(
一
)
案
・
机

19

木
墨
斂
二
合
︑

八
寸
机
一

(M
二
：
一
〇
四

報
吿
八
二

−

一

六
角
形
)

木
胎
に
黑
漆
を
塗
っ
た
蓋
付
き
の
小
箱
二
組
と
︑
そ
れ
を
の
せ
た
八
寸
の
つ

く
え
が
一
つ
︒

李
梅
田
は
﹁
木
墨
斂
﹂
は
墨
盒
︑﹁
八
寸
机
﹂
は
書
案
上
で
用
い
る
�
¦
具

と
す
る
も
の
の
︑
�
¦
具
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

｢斂
﹂
は
﹁
籢
﹂
の
省
字
で
あ
ろ
う
︒﹁
籢
﹂
は
﹁
匳
﹂﹁
奩
﹂
に
同
じ
で
︑

鏡
や
香
な
ど
を
い
れ
る
小
箱
︒﹃
說
�
﹄
竹
部
に
﹁
籢
︑
鏡
籢
也
﹂︑﹃
廣
韻
﹄

下
7
聲
に
﹁
匳
︑
盛
香
器
也
︑
印
鏡
匳
也
︑
俗
作
奩
︒
籢
︑
上
同
﹂
と
あ
る
︒
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馬
王
堆
一
號
墓
 
策
の
﹁
九
子
曾

(
層
)
檢

(奩
)
一
合
﹂
(
鯵
二
三
〇
)
と

﹁
五
子
檢

(奩
)
一
合
﹂
(
鯵
二
三
一
)
は
�
粧
箱
︑﹁
布
繒
檢

(奩
)
一
中
�
鏡
﹂

(
鯵
二
三
三
)
は
鏡
箱
と
考
え
ら
れ
る
︹
湖
南
省
r
物
館
ほ
か
一
九
七
三
︺
︒

｢机
﹂
は
つ
く
え
︑﹁
几
﹂
に
同
じ
︒﹃
玉
]
﹄
几
部
に
﹁
几
⁝
⁝
案
也
︑
亦

作
机
﹂
と
あ
る
︒
本
石
牌
と
似
た
大
き
さ
の
机
に
西
朱
村
一
號
墓
石
牌
﹁
墨
漆

畫
辟
方
七
／
寸
机
一
︑
高
五
寸
﹂
(
#
�
61
︑
M
一
：
二
八
九
)
と
﹁
廣
八
寸
長

□
□
／
高
七
寸
墨
漆
／
畫
單
慮
机
一
枚
﹂
(
#
�
62
︑
M
一
：
三
七
九
)
が
あ
る
︒

20

書
案
一

(M
二
：
三
二
八

報
吿
八
八

−

四

六
角
形
)

書
案
が
一
點
︒

｢書
案
﹂
は
�
机
︑
ふ
づ
く
え
︒﹃
南
¢
﹄
垣
榮
祖
傳
に
﹁
I
嘗
以
書
案
下
安

©
爲
楯
︑
以
鐵
爲
書
鎭
如
�
﹂
と
あ
る
︒
H
詩
で
は
韓
8
﹁
寄
崔
二
十
六
立

之
﹂
(﹃
昌
黎
先
生
集
﹄
卷
五
)
に
﹁
敦
敦
凭
書
案
︑
譬
彼
鳥
黏
黐
﹂︑
白
居
易

﹁
偶
眠
﹂
(﹃
白
氏
�
集
﹄
卷
五
五
)
に
﹁
放
盃
書
案
上
︑
枕
臂
火
爐
�
﹂
と
あ
る
︒

ま
た
︑
本
石
牌
に
關
連
す
る
も
の
と
し
て
︑
曹
操
﹁
上
雜
物
駅
﹂
(﹃
北
堂
書

鈔
﹄
(
)
部
二
)
に
﹁
御
物
�
純
銀
參
鏤
帶
漆
畫
書
案
一
枚
﹂
が
記
さ
れ
︑
西

朱
村
一
號
墓
石
牌
に
﹁
墨
漆
書
案
一
﹂
(
#
�
116
︑
M
一
：
二
四
四
)
が
あ
る
︒

(
二
)
帳
・
屛
風

21

廣
四
尺
長
五
尺
絳

絹
斗
帳
一
具
︑



自
副

(M
二
：
三
一
八

報
吿
八
七

−

二

六
角
形
)

幅
四
尺
︑
長
五
尺
の
赤
色
の
絹
で
で
き
た
斗
帳
一
具
で
︑
骨
組
を
と
も
な
う
︒

｢斗
帳
﹂
は
小
型
の
帳
で
︑
そ
の
頂
部
が
v
斗
形
を
�
す
る
も
の
を
い
う
︒

﹃
釋
名
﹄
釋
牀
帳
は
﹁
帳
︑
張
也
︒
張
施
於
牀
上
也
︒
小
帳
曰
斗
帳
︑
形
如
v

斗
也
﹂
と
說
/
し
て
い
る
︒
報
吿
に
よ
れ
ば
︑
曹
操
高
陵
の
墓
室
に
用
い
ら
れ

た
塼
の
規
格
は
長
さ
四
八
･
〇

×

幅
二
四
･
〇

×

厚
さ
一
二
･
〇
㎝
で
︑
一
尺

=

二
四
･
〇
㎝
を
基
準
と
し
て
嚴
密
に
設
計
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
こ
の

尺
度
を
も
と
に
計
算
す
る
と
︑
石
牌
に
記
さ
れ
た
斗
帳
の
幅
は
四
尺

=

九
六
･

〇
㎝
︑
長
さ
は
五
尺

=

一
二
〇
･〇
㎝
で
あ
る
︒

｢
�
﹂
は
帳
の
骨
組
︒
西
朱
村
一
號
墓
石
牌
に
﹁
斗
帳
�
﹂
(
#
�
66
︑
M
一
：

六
八
)
が
あ
る
︒
骨
組
の
金
屬
の
部
材
は
﹁
帳
𨪋
﹂
と
稱
さ
れ
︑﹃
西
京
雜
記
﹄

卷
六
は
廣
川
王
劉
去
が
發
掘
し
た
哀
王
冢
に
つ
い
て
﹁
得
石
牀
方
七
尺
・
石
屛

風
・
銅
帳
𨪋
一
具
︑
或
在
牀
上
︑
或
在
地
下
︑
似
是
帳
麋
朽
而
銅
𨪋
墮
落
﹂
と

営
べ
︑﹃
宋
書
﹄
禮
志
五
は
﹁
帳
𨪋
不
得
作
五
花
u
豎
筍
形
﹂
と
記
し
て
い
る
︒

實
物

料
で
は
︑
北
京
の
故
宮
r
物
院
に
﹁
景
初
元
年
五
f
十
日
中
尙
方
�

長
一
丈
廣
六
尺
澤
漆
7
坐
帳
上
廣
�
銅
重
二
斤
十
兩
﹂
銘
の
靑
銅
帳
�
が
あ
り
︑

曹
魏
の
官
營
工
¦
で
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︹
董
二
〇
〇
二
︺
︒
こ
の
7

坐
帳
は
長
一
丈
︑
廣
六
尺
で
石
牌
の
斗
帳
よ
り
ひ
と
ま
わ
り
大
き
く
︑﹃
釋
名
﹄

が
小
帳
を
斗
帳
と
い
う
の
に
對
應
し
て
い
る
︒

22

三
尺
五
寸
兩
葉

畫
屛
風
一

(M
二
：
三
一
九

報
吿
八
七

−

三

六
角
形
)

大
き
さ
三
尺
五
寸
で
︑
G
樣
を
描
い
た
二
曲
の
屛
風
が
一
つ
︒

｢葉
﹂
は
7
た
く
d
い
も
の
を
數
え
る
量
詞
︒

｢屛
風
﹂
は
﹃
釋
名
﹄
釋
牀
帳
に
﹁
屛
風
︑
言
可
以
屛
障
風
也
﹂
と
あ
る
よ

う
に
︑
風
を
さ
え
ぎ
る
た
め
の
¯
具
︒
�
項
に
あ
げ
た
﹃
西
京
雜
記
﹄
卷
六
に

﹁
石
牀
方
七
尺
・
石
屛
風
・
銅
帳
𨪋
一
具
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
屛
風
は
し
ば
し

ば
牀
帳
と
組
み
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ
た
︒

曹操高陵出土石牌銘校�
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石
牌
が
記
載
す
る
屛
風
の
大
き
さ
は
三
尺
五
寸

=

八
四
･
〇
㎝
で
あ
る
︒
湖

南
長
沙
馬
王
堆
一
號
墓
の
 
策

(
鯵
二
一
七
)
に
﹁
木
五
°

(
,
)
畫
幷

(屛
)

風
一
長
五
尺
高
三
尺
﹂
が
あ
り
︑
三
號
墓
の
 
策

(
鯵
二
七
四
)
も
ほ
ぼ
同
內

容
で
あ
る
︒
兩
墓
の
北
藏
椁
か
ら
實
際
に
出
土
し
た
,
繪
屛
風
の
板
の
大
き
さ

は
一
號
墓
例
が
長
七
二

×

高
五
八
㎝
︑
三
號
墓
例
が
長
九
〇
･
五

×

高
六
〇
･
五

㎝
で
︑
記
載
よ
り
や
や
小
さ
か
っ
た
︹
湖
南
省
r
物
館
ほ
か
一
九
七
三
・
二
〇
〇

四
︺
︒

23

一
尺
五
寸
兩
葉

絳
緣
擦
屛
風
一

(M
二
：
三
二
九

報
吿
八
九

−

一

六
角
形
)

大
き
さ
一
尺
五
寸
︑
赤
色
の
緣
)
を
も
つ
二
曲
の
屛
風
が
一
つ
で
あ
る
︒

報
吿
は
二
行
目
第
三
字
を
﹁
鐞
﹂
と
讀
み
﹁
鏝
﹂
に
同
じ
と
す
る
が
︑﹁
鐞
﹂

と
﹁
鏝
﹂
は
別
字
で
︑
石
牌
の
字
形
は
﹁
擦

(鏝
)
﹂
で
あ
る
︒
曹
操
高
陵
石

牌
で
は
M
二
：
二
九
五
﹁
擦
萊
蔮
一
﹂
の
用
例
が
あ
る
︒

｢鏝
﹂
は
﹁
墁
﹂
に
�
じ
る
︒﹃
孟
子
﹄
滕
�
公
下
に
﹁
�
人
於
此
︑
衛
瓦
畫

墁
︑
其
志
將
以
求
食
也
︑
則
子
食
之
乎
﹂
と
あ
る
よ
う
に
牆
壁
の
)
り
を
い
う

か
ら
︑
石
牌
の
銘
�
は
屛
風
の
壁
面
を
裝
)
し
た
こ
と
を
営
べ
た
可
能
性
が
あ

る
︒
あ
る
い
は
﹁
鏝
﹂
は
﹁
幔
﹂
に
�
じ
︑﹃
釋
名
﹄
釋
牀
帳
に
﹁
幔
︑
漫
也
︒

漫
漫
︑
相
連
綴
之
言
也
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
屛
風
の
緣
)
が
連
な
っ
て
い
る
さ

ま
を
営
べ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

大
き
さ
一
尺
五
寸

=

三
六
･〇
㎝
の
小
型
の
屛
風
で
あ
る
︒

(
三
)
�
物
・
寢
具

24

墨
畫
零
牀
・
薦
・

苹
蒻
簟
一
具

(M
二
：
二
九
四

報
吿
八
四

−

四

六
角
形
)

墨
で
G
樣
を
描
い
た
零

(靈
)
牀
お
よ
び
そ
の
上
の
O
物
と
む
し
ろ
が
一
組
︒

一
行
目
第
四
字
を
報
吿
・
李
梅
田
・
怨
出
は
い
ず
れ
も
﹁
狀
﹂
と
す
る
も
の

の
︑
本
來
の
字
は
﹁
牀
﹂
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
西
晉
・
陸
雲
﹁
與
兄
7

原
書
﹂
(﹃
陸
士
龍
�
集
﹄
卷
八
)
に
﹁
一
日
案
行
︑
幷
視
曹
公
器
物
牀
薦
席
具
±

夏
被
七
枚
﹂
と
あ
る
︒

｢零
﹂
は
草
が
枯
れ
る
さ
ま
︒﹃
楚
辭
﹄
離
騷
に
﹁
惟
草
木
之
零
落
兮
︑
恐
美

人
之
遲
暮
﹂
と
あ
る
︒
た
だ
し
︑
漢
代
の
碑
刻
で
は
﹁
靈
﹂
の
か
わ
り
に

﹁
零
﹂
と
記
し
た
例
を
散
見
す
る
︒
山
東
省
蒼
山
縣
城
�
村
出
土
の
元
嘉
元
年

(一
五
一
)
畫
宴
石
題
記
に
﹁
魂
零
�
知
﹂︑
東
阿
縣
出
土
の
永
興
二
年

(一
五

四
)
薌
他
君
石
祠
堂
題
記
に
﹁
冀
二
親
魂
零
�
�
依
止
﹂
と
あ
り
︑
い
ず
れ
も

﹁
魂
零
﹂
は
﹁
魂
靈
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︹
永
田
一
九
九
四
：
六
八
・
七
二
︺
︒
し
た

が
っ
て
﹁
零
牀
﹂
は
﹁
靈
牀
﹂
を
�
味
し
た
可
能
性
が
あ
る
︒﹁
靈
牀
﹂
は
+

體
を
安
置
す
る
牀
を
い
う
︒﹃
後
漢
書
﹄
張
奐
傳
が
記
載
す
る
張
奐
の
+
命
に

﹁
幸
�
�
窀
︑
~
殞
夕
下
︑
措
屍
靈
牀
︑
幅
巾
而
已
﹂
と
あ
り
︑﹃
世
說
怨
語
﹄

傷
�
に
﹁
哭
畢
︑
向
靈
牀
曰
︑
卿
常
好
我
作
驢
鳴
︑
今
我
爲
卿
作
﹂
と
あ
る
︒

｢薦
﹂
は
し
き
も
の
を
い
う
︒﹃
釋
名
﹄
釋
牀
帳
に
﹁
薦
︑
�
以
自
薦
藉
也
︒

蒲
7
︑
以
蒲
作
之
︑
其
體
7
也
﹂
と
あ
る
︒

｢苹
﹂
は
ア
シ
・
ガ
マ
の
類
︑﹁
蒻
﹂
は
細
い
ガ
マ
を
い
い
︑﹁
苹
蒻
簟
﹂
は

ガ
マ
で
´
ん
だ
む
し
ろ
を
指
す
︒﹃
說
�
﹄
艸
部
に
﹁
蒻
︑
蒲
子
︑
可
以
爲
7

席
﹂
と
あ
り
︑
段
玉
裁
�
に
﹁
蒲
子
者
︑
蒲
之
少
者
也
﹂
と
い
う
︒

｢簟
﹂
は
む
し
ろ
︒﹃
釋
名
﹄
釋
牀
帳
に
﹁
簟
︑
覃
也
︑
布
之
覃
覃
然
7
正

也
﹂
と
あ
る
︒
李
梅
田
︹
一
八
六
頁
︺
は
﹁
簟
﹂
を
葬
具
と
解
釋
す
る
︒
す
な
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わ
ち
︑﹃
後
漢
書
﹄
趙
岐
傳
に
よ
れ
ば
趙
岐
は
自
身
の
子
に
d
葬
を
+
言
し
て

﹁
我
死
之
日
︑
墓
中
聚
沙
爲
牀
︑
布
簟
白
衣
︑
散
髮
其
上
︑
v
以
單
被
︑
卽
日

�
下
︑
下
訖
�
掩
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
續
漢
書
﹄
禮
義
志
下
・
大
喪

に
は
﹁
以
木
爲
重
︑
高
九
尺
︑
廣
容
八
歷
︑
裹
以
葦
席
︒
巾
門
・
喪
帳
皆
以

簟
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
喪
葬
の
具
に
は
し
ば
し
ば
﹁
簟
﹂
が
用
い
ら
れ
た
︒

25

渠
枕
一

(M
二
：
二
九
八

報
吿
八
五

−

四

六
角
形
)

み
ぞ
の
あ
る
枕
が
一
つ
︒

報
吿
に
よ
れ
ば
︑
曹
操
高
陵
か
ら
盜
掘
さ
れ
︑
の
ち
に
現
地
の
警
察
が
囘
收

し
た
副
葬
品
の
な
か
に
石
製
の
枕
が
あ
り
︑
上
面
に
く
ぼ
み
を
も
つ
こ
と
か
ら
︑

そ
れ
が
﹁
渠
枕
﹂
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
石
枕
の
底
面
に
は
︑

﹁
魏
武
王
常
�
用
慰
項
石
﹂
の
刻
銘
が
あ
っ
た
︒

な
お
︑
王
子
今
︹
二
〇
二
一
b
︺
は
﹁
渠
﹂
が
﹁
車
渠
︑
西
國
重
寶
﹂
を
指
し

た
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
と
し
つ
つ
︑﹁
渠
枕
﹂
は
西
南
夷
の
﹁
渠
國
﹂
に

由
來
す
る
枕
と
推
定
し
て
い
る
︒

26

絳
杯
�
綺

四
幅
被
一

(M
二
：
三
二
六

聯
會
用
品
類
二
〇

六
角
形
)

杯
G
を
あ
し
ら
っ
た
赤
色
の
あ
や
ぎ
ぬ
で
で
き
た
︑
四
幅
の
寢
衣
が
一
枚
︒

報
吿
は
﹁
絳
标

(
柸
)
�
綺
四
幅
被
一
﹂
と
釋
讀
す
る
︒
李
梅
田
は
﹁
絳
标

�
綺
四
幅
被
一
﹂
と
し
た
上
で
﹁
被
﹂
を
﹁
被
褥
﹂
と
解
釋
し
︑
殯
の
�
に
牀

上
で
用
い
た
も
の
と
み
る
︒
し
か
し
︑
寫
眞
に
よ
り
確
µ
す
る
と
︑
第
二
字
は

隸
書
﹁
杯
﹂
の
衣
體
字
と
考
え
ら
れ
︑﹁
絳
杯
�
綺
四
幅
被
一
﹂
が
正
し
い
︒

｢綺
﹂
は
あ
や
ぎ
ぬ
︒﹃
說
�
﹄
糸
部
に
﹁
綺
︑
�
繒
也
﹂
と
あ
る
︒

｢杯
�
﹂
は
さ
か
ず
き
の
G
樣
︒﹃
釋
名
﹄
釋
采
帛
に
﹁
綺
︑
欹
也
︒
其
�
欹

T
︑
不
順
經
雲
之
縱
橫
也
︒
�
杯
�
︑
形
似
杯
也
﹂
と
あ
り
︑
!
め
の
G
樣
を

織
り
あ
ら
わ
し
た
﹁
綺
﹂
に
耳
杯
に
似
た
G
樣
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
だ
と
い
う
︒

林
巳
奈
夫
︹
一
九
七
六
：
一
一
七
頁
︺
は
﹁
大
き
い
菱
形
の
兩
側
に
小
さ
い
菱
形

を
組
合
せ
た
形
を
基
本
形
と
す
る
G
樣
單
位
を
織
り
出
し
た
も
の
﹂
と
す
る
︒

ま
た
﹃
東
宮
舊
事
﹄
に
は
﹁
皇
太
子
P
妃
⁝
⁝
丹
羅
杯
�
長
命
綺
䙱
一
﹂﹁
長

命
杯
�
綺
袴
﹂
(﹃
太
7
御
覽
﹄
皇
親
部
・
太
子
妃
�
引
)
が
あ
る
︒

｢幅
﹂
は
﹃
漢
書
﹄
食
貨
志
に
﹁
布
帛
廣
二
尺
二
寸
爲
幅
︑
長
四
丈
爲
J
﹂

と
い
う
よ
う
に
︑
布
帛
の
廣
さ
二
尺
二
寸
を
い
う
︒
四
幅
は
八
尺
八
寸
︒

｢被
﹂
は
寢
衣
を
い
う
︒﹃
說
�
﹄
衣
部
に
﹁
被
︑
寢
衣
︑
長
一
身
�
{
﹂︑

﹃
釋
名
﹄
釋
衣
(
に
﹁
被
︑
被
也
︑
被
v
人
也
﹂
と
あ
り
︑
人
が
寢
る
と
き
に

身
體
に
か
ぶ
せ
る
も
の
で
︑
身
長
の
一
･五
倍
の
長
さ
だ
と
い
う
︒

27

黃
綺
披
丹

綺
緣
一

(M
二
：
三
三
二

聯
會
用
品
類
一
九

六
角
形
)

黃
色
の
あ
や
ぎ
ぬ
で
で
き
た
寢
衣
に
︑
赤
い
あ
や
ぎ
ぬ
の
緣
)
り
が
つ
い
た

も
の
が
一
枚
︒

李
梅
田
は
﹁
黃
綺
被
丹
綺
緣
﹂
と
釋
讀
し
︑
先
の
石
牌
と
同
樣
に
殯
の
�
に

牀
上
で
用
い
た
も
の
と
す
る
︒
寫
眞
を
確
µ
す
る
と
﹁
黃
綺
披
丹
綺
緣
一
﹂
で

あ
り
︑
報
吿
の
釋
讀
が
正
し
い
︒
た
だ
し
︑﹁
披
﹂
は
﹁
被
﹂
に
�
じ
る
か
ら
︑

先
の
石
牌
26
と
同
樣
に
寢
衣
の
類
と
解
釋
し
て
お
く
︒

(
四
)
衣
枷

28

墨
畫
衣
枷
一

(M
二
：
二
四
五

報
吿
八
二

−

二

六
角
形
)

曹操高陵出土石牌銘校�
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墨
で
G
樣
を
描
い
た
衣
枷

(衣
桁
)
が
一
つ
︒

｢衣
枷
﹂
は
﹁
衣
架
﹂
に
同
じ
で
︑
衣
桁
の
こ
と
︒﹃
說
�
﹄
木
部
に
﹁
椸
︑

衣
架
也
﹂
と
あ
り
︑﹃
禮
記
﹄
曲
禮
上
に
﹁
男
女
不
雜
坐
︑
不
同
椸
枷
﹂︑
同
・

內
則
に
も
﹁
男
女
不
同
椸
枷
﹂
と
あ
る
︒
西
朱
村
一
號
墓
石
牌
に
は
﹁
高
五
尺

長
六
尺
墨
／
漆
畫
衣
枷
二
枚
﹂
(
#
�
74
︑
M
一
：
四
六
二
)
お
よ
び
﹁
高
□
尺

長
三
尺
墨
／
漆
畫
衣
枷
二
枚
﹂
(
#
�
75
︑
M
一
：
三
六
一
)
が
あ
る
︒

(
五
)
函

29

墨
廉
薑
函
一

(M
二
：
三
六
六

報
吿
九
〇

−

四

六
角
形
)

墨
で
廉
薑
を
描
い
た
函
が
一
つ
︒

｢
廉
薑
﹂
は
シ
ョ
ウ
ガ
・
ハ
ジ
カ
ミ
の
類
︒﹃
儀
禮
﹄
旣
夕
禮
﹁
茵
著
︑
用
荼
︑

實
綏
澤
焉
﹂
の
¤
玄
�
に
﹁
綏
︑
廉
薑
也
﹂
と
あ
り
﹁
綏
﹂
に
�
じ
る
︒
/
の

李
時
珍
﹃
本
草
綱
目
﹄
草
之
三
・
芳
草
類
・
廉
薑
の
集
解
は
﹁
弘
景
曰
︑
杜
若

苗
似
廉
薑
︒
藏
器
曰
︑
廉
薑
似
薑
︑
生
嶺
南
・
劍
南
︑
人
多
食
之
︒
時
珍
曰
︑

按
衣
物
志
云
︑
生
沙
石
中
︑
似
薑
︑
大
如
螺
︑
氣
猛
�
於
臭
︒
南
人
以
爲
齏
︒

其
法
�
皮
︑
以
黑
梅
u
鹽
汁
漬
之
︑
乃
成
也
︒
印
¤
樵
云
︑
廉
薑
似
山
薑
而
根

大
﹂
と
整
理
し
︑
そ
の
氣
味
は
﹁
辛
︑
熱
︑
無
詠
﹂
だ
と
い
う
︒

『後
漢
書
﹄
方
»
列
傳
・
左
慈
傳
に
は
﹁
操
印
謂
曰
︑
旣
已
得
魚
︑
恨
無
蜀

中
生
薑
耳
﹂
と
あ
り
︑
曹
操
の
宴
席
に
招
か
れ
た
と
き
に
左
慈
は
吳
松
江
の
鱸

魚
を
銅
盤
中
か
ら
¼
り
あ
げ
︑
さ
ら
に
蜀
に
產
出
す
る
﹁
生
薑
﹂
を
も
曹
操
の

¾
求
ど
お
り
に
差
し
出
し
た
と
い
う
︒

(
六
)
鏡
・
�
粧
�
具

30

鏡
臺
一

(M
二
：
一
九
〇

報
吿
八
六

−

一

六
角
形
)

鏡
臺
が
一
つ
︒

｢鏡
臺
﹂
は
鏡
を
置
く
臺
︒﹃
世
說
怨
語
﹄
假
譎
に
は
︑
晉
の
溫
嶠
が
後
妻
を

娶
る
た
め
從
姑
の
劉
氏
に
﹁
玉
鏡
臺
一
枚
﹂
を
贈
っ
た
話
が
あ
り
︑﹁
玉
鏡
臺
︑

是
公
爲
劉
越
石
長
¢
︑
北
征
劉
聰
�
得
﹂
と
そ
の
由
來
を
営
べ
て
い
る
︒

漢
魏
の
鏡
臺
は
U
字
形
の
鏡
托
を
荏
Â
と
臺
座
が
Ã
け
る
も
の
が
一
般
�
で

あ
る
︒
¢
料
上
で
は
曹
操
﹁
上
雜
物
駅
﹂
(﹃
初
學
記
﹄
器
物
部
・
鏡
臺
�
引
)
に

﹁
鏡
臺
出
魏
宮
中
︑
�
純
銀
參
帶
鏡
臺
一
︑
純
銀
七
子
貴
人
公
5
鏡
臺
四
﹂
が

あ
る
︒
ま
た
︑
西
朱
村
一
號
墓
石
牌
に
﹁
淳
金
銀
解
閒
／
塗
帶
鏡
臺
一
︑
／
丹

縑
沓
自
副
﹂
(
#
�
105
︑
M
一
：
三
一
〇
)
が
あ
る
︒

31

胡
粉
二
斤

(M
二
：
三
〇
一

怨
出
二
三
頁
上

六
角
形
)

胡
粉
が
二
斤
︒

｢胡
粉
﹂
は
お
し
ろ
い
︒﹃
釋
名
﹄
釋
首
)
に
﹁
胡
粉
︑
胡
︑
餬
也
︑
脂
和
以

塗
面
也
﹂
と
あ
り
︑﹁
胡
﹂
は
﹁
餬
﹂
(か
ゆ
)
の
�
味
で
︑﹁
脂
﹂
と
混
ぜ
て
顏

に
塗
る
の
だ
と
い
う
︒﹁
粉
﹂
は
精
白
し
た
穀
物
の
粉
︑﹁
脂
﹂
は
滑
石
の
粉
で

あ
り
︑
そ
れ
ら
を
混
ぜ
た
も
の
と
さ
れ
る
︹
林
一
九
七
六
：
八
九
頁
︺
︒

(
七
)
衞
生
器
具

32

木
墨
行
淸
一

(M
二
：
九
一

報
吿
八
一

−

一

六
角
形
)

黑
色
を
塗
っ
た
木
製
の
�
器
が
一
つ
︒

報
吿
は
末
尾
の
﹁
一
﹂
を
讀
ま
な
い
︒
寫
眞
圖
版
に
よ
り
補
う
︒

｢木
墨
﹂
は
同
時
代
の
用
例
が
な
い
も
の
の
︑
墨
で
黑
く
塗
っ
た
木
製
品
︑

あ
る
い
は
黑
漆
塗
の
木
製
品
の
こ
と
か
︒
西
朱
村
一
號
墓
の
石
牌
に
は
﹁
墨

漆
﹂
が
多
用
さ
れ
る
の
に
對
し
︑
曹
操
高
陵
の
石
牌
に
は
そ
れ
が
な
い
︒

東 方 學 報
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｢行
淸
﹂
は
廁
の
こ
と
︒﹃
漢
書
﹄
萬
石
君
石
奮
傳
﹁
取
親
中
帬
廁
牏
﹂
の
顏

師
古
�
に
﹁
孟
康
曰
︑
廁
︑
行
淸
︒
牏
︑
中
Ã
糞
函
者
也
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
こ

で
は
�
器
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
︒
西
朱
村
一
號
墓
石
牌
に
は
﹁
墨
漆
行
淸
一
︑

／
丹
縑
囊
自
副
﹂
(
#
�
114
︑
M
一
：
二
六
五
)
が
あ
る
︒
考
古

料
の
實
例
と

し
て
︑
浙
江
省
安
吉
五
福
楚
墓
の
木
槨
外
か
ら
出
土
し
た
黑
漆
塗
の
木
製
�
器

が
あ
る
︹
浙
江
省
�
物
考
古
硏
究
�
ほ
か
二
〇
〇
七
︺
︒

33

沐
具
一
具

(M
二
：
二
四
八

報
吿
八
二

−

四

六
角
形
)

髮
を
洗
う
¯
具
一
式
︒

｢沐
﹂
は
髮
を
洗
う
こ
と
︒﹃
說
�
﹄
水
部
に
﹁
沐
︑


髮
也
﹂
と
あ
る
︒

｢沐
具
﹂
は
洗
髮
の
¯
具
︒﹃
淮
南
子
﹄
說
林
訓
に
﹁
湯
沐
具
而
蟣
虱
相
吊
︑

大
廈
成
而
燕
雀
相
賀
︑
憂
樂
別
也
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
漢
官
儀
﹄
に
﹁
五
日

一
假
︑
洗
沐
︑
亦
曰
休
沐
︑
印
潤
澤
之
�
﹂︑﹃
初
學
記
﹄
政
理
部
・
假
に
﹁
漢

律
︑
Ê
五
日
得
一
下
沐
︑
言
休
息
以
洗
沐
也
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
漢
制
に
よ
れ

ば
官
Ê
は
五
日
ご
と
に
沐
浴
の
た
め
の
休
暇
が
µ
め
ら
れ
た
︒

34

香
囊
卅
雙

(M
二
：
九
六

報
吿
八
一

−

二

六
角
形
)

香
囊
が
三
十
組
︒

｢香
囊
﹂
は
香
を
い
れ
る
ふ
く
ろ
︒﹃
晉
書
﹄
劉
寔
傳
に
﹁
嘗
詣
石
崇
家
︑
如

廁
︑
見
�
絳
G
帳
︑
裍
褥
甚
麗
︑
兩
婢
持
香
囊
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
同
・
謝
玄
傳

に
﹁
玄
少
好
佩
紫
羅
香
囊
﹂
と
記
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
西
朱
村
一
號
墓
石
牌
に
は

﹁
白
珠
落
香
囊
一
／
具
︑
玦
廁
自
副
﹂
(
#
�
115
︑
M
一
：
一
二
八
)
が
あ
る
︒

な
お
︑
本
石
牌
の
香
囊
の
單
位
は
﹁
雙
﹂
で
あ
り
︑
二
つ
セ
ッ
ト
に
な
っ
た

も
の
が
三
十
組
で
あ
る
︒

35

漆
唾
壺
一

(M
二
：
三
一
〇

怨
出
一
五
頁
上

六
角
形
)

漆
塗
り
の
唾
壺
が
一
つ
︒

｢唾
壺
﹂
は
痰
壺
︒﹃
後
漢
書
﹄
孝
獻
I
紀
﹁
初
令
侍
中
・
給
事
黃
門
侍
郞
員

各
六
人
﹂
の
�
に
引
く
﹃
漢
官
儀
﹄
に
﹁
武
I
時
︑
孔
安
國
爲
侍
中
︑
以
其
儒

者
︑
特
聽
掌
御
唾
壺
︑
~
廷
榮
之
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
﹃
孔
叢
子
﹄
與
子
琳
書
に

﹁
獨
得
掌
御
唾
壺
︑
~
廷
之
士
莫
不
榮
之
﹂
と
記
さ
れ
る
︒

西
朱
村
一
號
墓
石
牌
に
は
﹁
一
合
墨
漆
畫
／
銀
帶
唾
壺
一
／
□
□
□
自
副
﹂

(
#
�
112
︑
M
一
：
三
三
八
)
が
あ
り
︑
曹
操
﹁
上
雜
物
駅
﹂
(﹃
太
7
御
覽
﹄
(
用

部
五
・
唾
壺
)
に
は
﹁
御
雜
物
用
︑
�
純
金
唾
壺
一
枚
︑
漆
圓
唾
壺
四
枚
︑
貴

人
�
純
銀
參
帶
唾
壺
三
十
枚
﹂
が
あ
る
︒

(
八
)
�
�
具

36

墨
表
赤
裏

書
水
椀
一

(M
二
：
二
九
九

報
吿
八
六

−

二

六
角
形
)

外
面
を
黑
色
︑
內
面
を
朱
色
で
塗
っ
た
︑
墨
筆
用
の
水
を
入
れ
る
椀
が
一
つ
︒

｢
墨
表
赤
裏
﹂
は
外
側
を
黑
色
︑
內
側
を
朱
色
で
塗
っ
た
漆
器
で
あ
ろ
う
︒

｢書
水
椀
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
藝
�
類
聚
﹄
雜
器
物
部
に
引
く
﹁
秦
嘉
妻
與
嘉

書
﹂
に
﹁
分
奉
金
錯
椀
一
枚
可
以
盛
書
水
︑
瑛
璃
椀
一
枚
可
以
(
藥
酒
﹂
と
あ

る
︒
ま
た
﹁
書
水
﹂
に
つ
い
て
は
︑
後
漢
の
Î
譯
と
さ
れ
る
失
譯
﹃
分
別
功
德

論
﹄
卷
四
に
﹁
以
須
彌
爲
硯
子
︑
四
大
海
水
爲
書
水
︑
以
四
天
下
竹
木
爲
筆
︑

滿
中
人
爲
書
師
﹂
と
記
さ
れ
る
︒

37

墨
硏
一

(M
二
：
三
六
〇

報
吿
九
〇

−

一

六
角
形
)
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墨
を
�
る
硯
が
一
つ
︒

報
吿
は
﹁
硑
﹂
に
作
る
が
︑
�
味
が
�
じ
な
い
︒﹁
硏
﹂
の
衣
體
字
で
あ
ろ

う
︒｢

硏
﹂
は
﹁
硯
﹂
に
�
じ
る
︒﹃
釋
名
﹄
釋
書
契
に
﹁
硯
︑
硏
也
︑
硏
墨
X
和

濡
也
﹂
と
あ
り
︑
硯
と
は
硏
で
あ
り
︑
墨
を
硏
�
し
て
�
合
す
る
た
め
の
も
の

だ
と
い
う
︒
曹
操
高
陵
か
ら
は
長
方
形
の
陶
硯
一
點

(M
二
：
七
四
)
が
出
土

し
て
お
り
︑
石
牌
の
記
載
と
對
應
す
る
︒
長
さ
一
六
･
六
㎝
︑
幅
七
･
二
～
七
･

四
㎝
で
︑
三
方
に
立
ち
あ
が
り
を
も
つ
板
狀
の
硯
で
あ
る
︒

湖
北
省
江
陵
鳳
凰
山
一
六
八
號
漢
墓
で
は
圓
盤
狀
の
硯
と
�
石
が
セ
ッ
ト
で

出
土
し
︑
墨
を
�
り
つ
ぶ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︹
鐘
一
九
七
五
︺
︒
ま
た
︑

山
東
省
靑
島
の
土
山
屯
一
四
七
號
漢
墓
で
は
︑
棺
內
に
副
葬
さ
れ
た
竹
笥
內
か

ら
︑
漆
塗
の
盒
狀
容
器
に
お
さ
め
ら
れ
た
方
形
板
石
硯
と
上
圓
下
方
の
�
石
が

出
土
し
︑
共
Ñ
す
る
木
牘
﹁
堂
邑
令
劉
君
衣
物
名
﹂
に
﹁
板
硏
一
﹂
と
記
さ
れ

て
い
た
︹
靑
島
市
�
物
保
護
考
古
硏
究
�
ほ
か
二
〇
一
九
︺
︒

38

刀
尺
一
具

(M
二
：
三
〇
二

報
吿
八
六

−

三

六
角
形
)

刀
形
の
物
差
し
︑
あ
る
い
は
裁
|
用
の
は
さ
み
と
物
差
し
が
一
組
︒

曹
操
高
陵
か
ら
は
一
般
�
な
骨
尺

(M
二
：
一
四
四
)
の
ほ
か
に
刀
形
に
加
工

さ
れ
た
﹁
骨
刀
尺
﹂
(M
二
：
三
五
〇
)
が
出
土
し
て
お
り
︑
こ
う
し
た
も
の
を

﹁
刀
尺
﹂
と
稱
し
た
可
能
性
が
あ
る
︒

一
方
︑
顏
之
推
﹃
顏
氏
家
訓
﹄
風
操
]
に
﹁
男
則
用
弓
矢
紙
筆
︑
女
則
刀
尺

鍼
縷
﹂
と
あ
る
よ
う
に
﹁
刀
尺
﹂
が
裁
|
用
の
は
さ
み
と
物
差
し
の
こ
と
を
い

う
の
で
あ
れ
ば
︑
女
性
被
葬
者
に
と
も
な
う
副
葬
品
と
推
定
さ
れ
る
︒
た
だ
し
︑

曹
操
高
陵
出
土
の
骨
尺
お
よ
び
骨
刀
尺
が
︑
曹
操
自
身
の
副
葬
品
な
の
か
︑
女

性
被
葬
者
の
副
裝
品
な
の
か
は
/
確
で
な
い
︒
二
〇
一
五
年
に
發
掘
さ
れ
た
敦

煌
佛
爺
c
灣
怨
店
臺
墓
群
Ⅲ
-
二
七
號
墓
で
は
︑
女
性
被
葬
者
の
棺
內
か
ら
骨

尺
が
出
土
し
て
い
る
︹
甘
肅
省
�
物
考
古
硏
究
�
二
〇
二
一
︺
︒
は
さ
み
に
つ
い
て

は
︑
南
京
象
山
の
東
晉
升
7
三
年

(三
五
九
)
王
丹
虎
墓
︹
南
京
市
�
物
保
管
委

員
會
一
九
六
五
︺
を
は
じ
め
と
し
て
︑
女
性
に
多
く
副
葬
さ
れ
る
こ
と
が
/
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
︹
江
二
〇
一
二
︺
︒

三
︑
飮
食

(
一
)
飮
食
物

39

黃
豆
二
斗
︑

木
札
机
一

(M
二
：
二
九
三

報
吿
八
四

−

三

六
角
形
)

黃
豆
が
二
斗
︑
木
製
の
札
机
が
一
つ
︒

報
吿
は
﹁
二
升
﹂
と
讀
む
が
︑
字
形
に
も
と
づ
き
﹁
二
斗
﹂
に
改
め
る
︒

｢
黃
豆
﹂
は
H
代
以
�
の
�
獻
¢
料
に
ほ
と
ん
ど
用
例
が
な
い
も
の
の
︑
宋

超
︹
二
〇
一
〇
︺
や
王
子
今
︹
二
〇
一
六
︺
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
後
漢
熹
7
二

年

(一
七
三
)
﹁
張
叔
敬
鎭
墓
�
﹂
陶
瓶
に
﹁
Ò
人
︑
持
代
死
人
︑
黃
豆
瓜
子
︑

死
人
持
給
地
下
賦
﹂
の
朱
書
が
あ
り
︑
死
者
に
﹁
黃
豆
﹂
を
も
た
せ
て
地
下
の

黃
泉
世
界
の
賦
稅
に
あ
て
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

｢
札
﹂
は
﹁
輹
﹂
に
�
じ
る
︒﹃
說
�
﹄
車
部
に
﹁
輹
︑
車
軸
�
也
﹂
と
あ
り
︑

﹃
釋
名
﹄
釋
車
に
﹁
屐
︑
似
人
屐
也
︒
印
曰
伏
兔
︑
在
軸
上
︑
似
之
也
︒
印
曰

輹
︑
輹
︑
伏
也
︑
伏
於
軸
上
也
﹂
と
あ
る
︒
車
軸
上
に
伏
せ
て
置
く
枕
木
で
︑

車
輿
底
面
の
軫
と
の
閒
に
か
ま
せ
る
部
材
が
﹁
伏
兔
﹂﹁
輹
﹂
で
あ
る
︒
そ
の

形
狀
は
︑
車
軸
に
あ
わ
せ
た
ア
ー
チ
形
の
刳
り
形
が
下
{
に
あ
り
︑
あ
る
い
は

こ
う
し
た
形
狀
の
木
製
机
を
﹁
木
札
机
﹂
と
稱
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
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(
二
)
飮
食
器

40

�
藻
豆
︑

囊
二
具

(M
二
：
三
二
二

報
吿
八
八

−

一

六
角
形
)

,
色
G
樣
の
あ
る
豆

(高
坏
)
と
そ
の
囊
が
二
組
︒

報
吿
は
﹁
�
藻
豆
嚢
一
具
﹂
と
し
︑
李
梅
田
は
﹁
女
藻
豆
・
藥
□
具
﹂
と
讀

ん
で
沐
具
・
粧
具
に
分
類
す
る
が
︑
寫
眞
に
よ
り
釋
讀
は
5
と
し
て
報
吿
に
し

た
が
い
︑
數
字
の
み
﹁
一
﹂
か
ら
﹁
二
﹂
に
改
め
る
︒

｢
�
藻
﹂
は
一
般
に
�
違
の
才
能
を
い
う
︒
た
だ
し
︑﹁
�
﹂﹁
藻
﹂
と
も
に

あ
や
︑
,
色
G
樣
を
い
い
︑
こ
こ
で
は
美
し
く
)
り
た
て
た
狀
態
の
こ
と
か
︒

｢藻
豆
﹂
に
つ
い
て
︑
曹
操
﹁
上
雜
物
駅
﹂
(﹃
太
7
御
覽
﹄
(
用
部
一
九
・
奩
)

に
﹁
純
銀
藻
豆
奩
︑
純
銀
括
摟
奩
﹂
が
あ
る
︒

41

軒
杅
一

(M
二
：
三
〇
七

怨
出
二
二
頁
下

六
角
形
)

｢軒
杅
﹂
が
一
つ
︒

｢軒
杅
﹂
は
不
詳
︒

｢
杅
﹂
は
水
を
飮
む
器
︑
あ
る
い
は
飯
を
盛
る
器
︒﹃
春
秋
公
羊
傳
﹄
宣
公
十

二
年
﹁
莊
王
曰
︑
古
者
杅
不
穿
︑
皮
不
蠹
︑
則
不
出
於
四
方
﹂
の
何
休
�
に

﹁
杅
︑
飮
水
器
﹂
と
あ
り
︑﹃
Õ
就
]
﹄
に
﹁
杅
︑
盛
飯
之
器
也
︑
一
曰
齊
人
謂

盤
爲
杅
﹂
と
あ
る
︒

42

漆
漿
臺
一

(M
二
：
二
九
六

報
吿
八
五

−

二

六
角
形
)

漆
塗
り
の
﹁
漿
臺
﹂
が
一
つ
︒

｢漿
﹂
は
こ
ん
ず
︑
お
も
ゆ
︒﹃
周
禮
﹄
天
官
冢
宰
下
・
漿
人
に
﹁
漿
人
︑
掌

共
王
之
六
飮
︑
水
・
漿
・
醴
・
凉
・
醫
・
酏
︑
入
于
酒
府
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑

同
書
・
酒
正
﹁
辨
四
飮
之
物
︑
一
曰
淸
︑
二
曰
醫
︑
三
曰
漿
︑
四
曰
酏
﹂
の
¤

玄
�
は
﹁
漿
︑
今
之
酨
漿
也
﹂
と
記
し
て
お
り
︑
こ
れ
は
﹃
說
�
﹄
酉
部
に

﹁
酨
︑
酢
𤖅
也
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
酸
味
の
あ
る
飮
み
物
で
︑
穀
物
の
汁
を
×

酸
發
酵
さ
せ
た
も
の
と
さ
れ
る
︹
林
一
九
七
五
：
六
九
頁
︺
︒

ま
た
︑
壺
に
い
れ
た
漿
を
﹁
壺
漿
﹂
と
い
い
︑﹃
孟
子
﹄
梁
惠
王
違
句
下
に

﹁
簞
食
壺
漿
︑
以
Ø
王
師
﹂
と
あ
る
︒﹁
漿
臺
﹂
は
こ
の
よ
う
な
器
に
い
れ
た

﹁
漿
﹂
を
置
く
た
め
の
臺
を
指
し
た
可
能
性
が
あ
る
︒

43

五
尺
漆
�
机
一
︑

食
單
一

(M
二
：
三
〇
六

報
吿
八
六

−

四

六
角
形
)

大
き
さ
五
尺
の
漆
塗
り
の
d
机
が
一
つ
︑
食
物
を
盛
る
單

(
簞
)
が
一
つ
︒

｢
d
机
﹂
は
不
詳
︒
大
き
さ
は
五
尺

=

一
二
〇
㎝
で
︑
比
'
�
大
き
い
︒

｢食
單
﹂
は
﹁
食
簞
﹂
か
︒﹁
簞
﹂
は
竹
で
´
ん
だ
食
器
︒﹃
禮
記
﹄
曲
禮
上

﹁
凡
以
弓
劍
苞
苴
簞
笥
問
人
者
﹂
の
¤
玄
�
に
﹁
簞
笥
︑
盛
飯
食
者
︑
圜
曰
簞
︑

方
曰
笥
﹂
と
あ
り
︑
食
物
を
盛
る
圜
形
の
竹
器
を
﹁
簞
﹂
と
稱
し
た
︒

ま
た
︑
竹
器
に
盛
っ
た
食
物
を
﹁
簞
食
﹂
と
い
う
︒﹃
春
秋
公
羊
傳
﹄
昭
公

二
十
五
年
に
﹁
高
子
執
簞
食
與
四
脡
脯
︑
國
子
執
壺
漿
︑
曰
︑
吾
寡
君
聞
君
在

外
︑
餕
饔
未
就
︑
敢
致
糗
于
從
者
﹂
と
あ
り
︑﹃
孟
子
﹄
梁
惠
王
違
句
下
に

﹁
簞
食
壺
漿
︑
以
Ø
王
師
﹂
と
あ
る
︒

44

□
□
槃
一

(M
二
：
三
二
七

報
吿
八
八

−

三

六
角
形
)

槃
が
一
つ
︒

報
吿
は
﹁
□
□
縏
一
﹂
と
讀
む
が
︑
寫
眞
に
よ
り
﹁
槃
一
﹂
に
改
め
る
︒

曹操高陵出土石牌銘校�
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｢槃
﹂
は
﹁
盤
﹂
に
同
じ
︒
石
牌
の
上
{
を
缺
損
す
る
た
め
︑
材
質
や
用
Ú

は
不
/
で
あ
る
︒

四
︑
武
器

45

魏
武
王
常
�
用
挌
乕
大
戟

(M
二
：
五
八
・
一
三
九

報
吿
七
九

−

三

圭
形
)

46

〼
�
用
挌
乕
大
戟

(M
二
：
一
四
六

報
吿
八
〇

−

四

圭
形
)

魏
の
武
王
が
常
に
用
い
た
と
い
う
虎
を
擊
つ
た
め
の
大
戟
︒

同
じ
銘
�
の
石
牌
が
二
點
あ
り
︑
う
ち
一
點
は
完
形
に
復
元
さ
れ
︑
上
部
の

圓
孔
に
靑
銅
の
�
が
殘
存
す
る
︒
も
う
一
點
は
上
{
を
缺
損
し
て
い
る
︒

｢魏
武
王
﹂
は
曹
操
の
こ
と
︒﹃
三
國
志
﹄
魏
書
・
武
I
紀
に
は
︑
後
漢
末
の

円
安
十
八
年

(二
一
三
)
に
﹁
五
f
丙
申
︑
天
子
X
御
¢
大
夫
郗
慮
持
Ý
策
命

公
爲
魏
公
曰
⁝
⁝
封
君
爲
魏
公
﹂
と
あ
り
︑
曹
操
は
円
安
二
十
五
年

(二
二
〇
)

に
�
去
す
る
ま
で
魏
公
の
ま
ま
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
同
書
に
﹁
二
十
五
年
春

正
f
⁝
⁝
庚
子
︑
王
t
于
洛
陽
︑
年
六
十
六
︒
⁝
⁝
諡
曰
武
王
︒
二
f
丁
卯
︑

葬
高
陵
﹂
と
あ
る
よ
う
に
曹
操
は
歿
後
に
﹁
武
王
﹂
の
諡
を
Ã
け
て
高
陵
に
葬

ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
墓
か
ら
﹁
武
王
﹂
の
石
牌
が
出
土
す
る
こ
と
に
矛
盾
は
な

い
︒｢常

�
用
﹂
は
日
頃
か
ら
用
い
て
い
る
も
の
を
い
う
︒﹃
三
國
志
﹄
吳
書
・
周

泰
傳
﹁
其
/
日
︑
 
X
者
Þ
以
御
蓋
﹂
の
裴
松
之
�
に
は
﹃
江
表
傳
﹄
を
引
い

て
﹁
卽
敕
以
己
常
�
用
御
幘
靑
縑
蓋
賜
之
﹂
と
あ
り
︑
孫
權
が
自
ら
常
用
し
て

い
た
靑
縑
の
御
蓋
を
周
泰
に
賜
與
し
た
こ
と
を
営
べ
て
い
る
︒

｢挌
﹂
は
擊
つ
︒﹃
說
�
﹄
手
部
に
﹁
挌
︑
擊
也
﹂
と
あ
る
︒﹃
�
漢
紀
﹄
孝

元
皇
I
紀
・
円
昭
元
年

(
�
三
八
)
に
﹁
上
幸
虎
圈
闘
獸
︑
後
宮
昭
儀
等
皆
坐
︒

熊
逸
出
圈
︑
攀
檻
︑
欲
u
上
︒
左
右
貴
人
傅
昭
儀
等
皆
驚
走
︑
馮
婕
妤
直
�
當

熊
而
立
︑
左
右
挌
殺
熊
﹂
と
あ
り
︑
熊
を
﹁
挌
殺
﹂
し
た
と
い
う
︒

｢戟
﹂
は
長
柄
の
武
器
︑
ほ
こ
の
一
種
で
︑
ã
が
橫
に
わ
か
れ
た
も
の
を
い

う
︒﹃
說
�
﹄
戈
部
に
﹁
𢧢
︑
�
映
兵
也
﹂︑﹃
釋
名
﹄
釋
兵
に
﹁
戟
︑
格
也
︑

旁
�
映
格
也
﹂
と
い
う
よ
う
に
ã
が
映
狀
に
わ
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
大
戟
﹂

に
つ
い
て
は
﹃
後
漢
書
﹄
袁
紹
劉
表
列
傳
に
﹁
紹
在
後
十
數
里
︑
聞
瓚
已
破
︑

發
鞌
息
馬
︑
唯
衞
帳
下
强
弩
數
十
張
︑
大
戟
士
百
許
人
﹂
と
記
さ
れ
る
︒

47

魏
武
王
常
�
用
挌
乕
短
矛

(M
二
：
三
八
二

報
吿
七
九

−

二

圭
形
)

48

〼
常
�
用
挌
乕
短
矛

(M
二
：
一
七
六
・
一
七
七

報
吿
七
九

−

四

圭
形
)

49

〼
王
常
�
用
挌
乕
短
矛

(M
二
：
一
〇
七
・
一
二
四

報
吿
八
〇

−

一

圭
形
)

魏
の
武
王
が
常
に
用
い
た
と
い
う
虎
を
擊
つ
た
め
の
短
い
矛
︒

同
じ
銘
�
の
石
牌
が
三
點
あ
り
︑
そ
の
う
ち
一
點
は
完
形
︑
二
點
は
上
部
を

缺
損
す
る
︒
�
者
の
M
二
：
三
八
二
は
上
端
の
圓
孔
に
銅
の
�
が
殘
存
す
る
︒

｢矛
﹂
は
ほ
こ
︒
先
端
が
尖
っ
た
長
柄
の
武
器
︒﹃
釋
名
﹄
釋
兵
に
﹁
矛
︑
冐

也
︑
刅
下
冐
矜
也
﹂
と
あ
り
︑
矛
と
は
冐

(冒
)
の
�
味
で
あ
り
︑
ã
の
下
を

矜

(柄
)
に
か
ぶ
せ
る
の
だ
と
い
う
︒
實
際
に
中
國
古
代
の
矛
は
︑
お
お
む
ね

基
部
が
ソ
ケ
ッ
ト
狀
を
な
し
︑
柄
に
か
ぶ
せ
て
固
定
す
る
�
�
で
あ
る
︒

｢短
矛
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
說
�
﹄
金
部
に
﹁
鉈
︑
短
矛
也
﹂
と
あ
る
も
の
の
︑

具
體
�
な
器
物
と
の
對
應
關
係
は
/
確
で
な
い
︒
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50

魏
武
王
常
�
用
挌
乕
大
刀

(
+
物
番
號
な
し

聯
會
武
器
類
二

圭
形
)

魏
の
武
王
が
常
に
用
い
た
と
い
う
虎
を
擊
つ
た
め
の
大
刀
︒

本
石
牌
は
︑
盜
掘
後
に
現
地
の
警
察
が
囘
收
し
た
も
の
で
あ
る
︹
河
南
省
�

物
考
古
硏
究
�
二
〇
一
〇
︺
︒

｢大
刀
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
漢
書
﹄
楊
惲
傳
に
﹁
惲
怒
︑
持
大
刀
﹂
と
あ
り
︑

﹃
晉
書
﹄
劉
ç
載
記
に
は
﹁
安
左
手
奮
七
尺
大
刀
︑
右
手
執
丈
八
蛇
矛
﹂
と
あ

る
︒
漢
魏
の
﹁
大
刀
﹂
の
具
體
�
な
長
さ
の
定
義
は
/
確
で
な
い
も
の
の
︑
山

東
省
蒼
山
縣
發
見
の
後
漢
永
初
六
年

(一
一
二
)
金
錯
鐵
刀
に
は
﹁
永
初
六
年

五
f
丙
午
�
卅
湅
大
刀
吉
羊
宜
子
孫
﹂
の
銘
が
あ
り
︑
鑄
�
の
吉
日
で
あ
る
五

f
丙
午
の
日
に
何
度
も
精
鍊
し
て
つ
く
っ
た
﹁
大
刀
﹂
で
あ
る
こ
と
を
営
べ
て

い
る
︒
こ
の
�
頭
大
刀
は
6
長
一
一
五
･
五
㎝
︑
お
お
よ
そ
漢
代
の
五
尺
に
相

當
す
る
︹
劉
ほ
か
一
九
七
四
︑
楊
一
九
八
五
︺
︒
ま
た
︑
吳
の
高
榮
墓
か
ら
出
土
し

た
 
策
に
は
﹁
大
刀
一
枚
﹂
の
記
載
が
あ
り
︑
高
榮
と
二
夫
人
の
も
の
と
推
定

さ
れ
る
三
つ
の
棺
か
ら
各
一
本
の
�
頭
大
刀
が
出
土
し
た
︒
高
榮
の
棺
に
對
應

す
る
刀
が
ど
れ
か
は
鯵
報
に
/
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑
三
本
の
う
ち
6
長

が
わ
か
る
も
の
は
一
〇
二
㎝
で
あ
っ
た
︹
江
西
省
歷
¢
r
物
館
一
九
八
〇
︺
︒

51

〼
常
�
用
長
犀
盾

(M
二
：
九
七
二

報
吿
七
九

−

一

圭
形
)

(魏
の
武
王
が
)
常
に
用
い
た
と
い
う
犀
皮
で
つ
く
っ
た
長
い
盾
︒

上
部
を
缺
損
す
る
が
﹁
魏
武
王
常
�
用
長
犀
盾
﹂
と
復
元
で
き
る
︒

｢犀
盾
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
釋
名
﹄
釋
兵
・
盾
に
﹁
以
|
´
板
謂
之
木
絡
︑
以
犀

皮
作
之
曰
犀
盾
︑
以
木
作
之
曰
木
盾
︑
皆
因
�
用
爲
名
也
﹂
と
あ
り
︑
犀
の
皮

で
作
っ
た
盾
を
﹁
犀
盾
﹂
と
稱
し
た
︒
一
方
︑﹃
韓
非
子
﹄
難
二
﹁
趙
鯵
子
圍

衞
之
郛
郭
︑
犀
楯
・
犀
櫓
︑
立
於
矢
石
之
�
不
u
︑
鼓
之
而
士
不
C
﹂
の
王
先

愼
集
解
が
﹁
犀
︑
堅
也
﹂
と
営
べ
る
よ
う
に
︑
堅
固
な
盾
と
す
る
解
釋
も
あ
る
︒

な
お
︑
盾
の
長
さ
に
つ
い
て
は
同
じ
く
﹃
釋
名
﹄
釋
兵
・
盾
の
な
か
に
﹁
狹

而
長
者
曰
步
盾
︑
步
兵
�
持
︑
與
刀
相
+
者
也
︑
狹
而
短
者
曰
孑
盾
︑
車
上
�

持
也
︑
孑
小
稱
也
﹂
と
あ
り
︑
幅
が
狹
く
長
い
も
の
が
步
兵
用
の
盾
︑
幅
が
狹

く
短
い
も
の
が
車
上
用
の
盾
と
さ
れ
た
︒

52

〼
大
阿
〼

(M
二
：
三
五
七(2
)

報
吿
九
一

−

一

圭
形
)

大
阿
斧
︑
あ
る
い
は
太
阿
劍
︒

｢大
阿
斧
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
詩
﹄
大
S
・
公
劉
﹁
弓
矢
斯
張
︑
干
戈
戚
揚
﹂

の
駅
に
﹁
太
公
六
韜
云
︑
大
阿
斧
重
八
斤
︑
一
名
天
鉞
︑
是
鉞
大
於
斧
也
﹂
と

あ
り
︑
天
鉞
の
別
名
を
も
つ
重
さ
八
斤
の
斧
だ
と
い
う
︒

一
方
︑﹁
太
阿
﹂
は
︑
楚
王
が
歐
冶
子
と
干
將
に
つ
く
ら
せ
た
名
劍
︒﹃
¢

記
﹄
蘇
秦
列
傳
に
﹁
韓
卒
之
劍
戟
皆
出
於
冥
山
・
棠
谿
・
墨
陽
・
合
賻
・
鄧

師
・
宛
馮
・
龍
淵
・
太
阿
﹂
と
あ
り
︑
集
解
は
﹃
吳
越
春
秋
﹄
を
引
い
て
﹁
楚

王
召
風
胡
子
而
吿
之
曰
︑
寡
人
聞
吳
�
干
將
︑
越
�
歐
冶
︑
寡
人
欲
因
子
ê
此

二
人
作
劍
︑
可
乎
︒
風
胡
子
曰
︑
可
︒
乃
ë
見
二
人
︑
作
劍
︑
一
曰
龍
淵
︑
二

曰
太
阿
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒
ま
た
﹃
¢
記
﹄
李
斯
列
傳
に
記
さ
れ
る
秦
王
へ
の

上
書
に
﹁
今
陛
下
致
昆
山
之
玉
︑
�
隨
・
和
之
寶
︑
垂
/
f
之
珠
︑
(
太
阿
之

劍
︑
乘
纖
離
之
馬
︑
円
ó
鳳
之
旗
︑
樹
靈
鼉
之
鼓
︑
此
數
寶
者
︑
秦
不
生
一

焉
﹂
と
あ
り
︑
索
隱
は
﹃
越
絕
書
﹄
を
引
い
て
﹁
楚
王
召
歐
冶
子
・
干
將
作
鐵

劍
三
︑
一
曰
干
將
︑
二
曰
莫
T
︑
三
曰
太
阿
也
﹂
と
說
/
し
て
い
る
︒

53

魏
〼

搏
□
〼

(M
二
：
九
七
三

報
吿
九
一

−

二

圭
形
)

曹操高陵出土石牌銘校�
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54

〼
常
�
用

〼
椎
二
枚

(M
二
：
五
五

報
吿
八
〇

−

二

圭
形
)

魏
の
武
王
が
常
に
用
い
た
と
い
う
椎
が
二
つ
︒

報
吿
に
よ
れ
ば
︑
M
二
：
九
七
三
と
M
二
：
五
五
は
同
一
個
體
と
考
え
ら
れ

る
も
の
の
︑
中
ほ
ど
を
缺
失
し
︑
兩
者
は
接
合
し
な
い
︒
報
吿
は
M
二
：
九
七

三
の
二
行
目
第
一
字
を
﹁
狩
﹂
と
讀
み
︑
M
二
：
五
五
の
器
物
名
を
﹁
錐
﹂
と

推
測
す
る
︒
こ
れ
に
對
し
︑
武
家
璧
︹
二
〇
一
〇
︺
は
M
二
：
九
七
三
の
二
行

目
第
一
字
を
﹁
搏
﹂
と
し
︑
M
二
：
五
五
の
器
物
名
を
﹁
椎
﹂
と
推
定
し
た
上

で
︑
銘
�
6
體
を
﹁
魏
武
王
常
�
用
搏
虎
大
椎
二
枚
﹂
と
復
元
す
る
︒
殘
劃
か

ら
器
物
名
は
﹁
椎
﹂
の
可
能
性
が
高
い
︒

｢搏
﹂
は
﹃
廣
S
﹄
釋
詁
三
に
﹁
搏
⁝
⁝
擊
也
﹂
と
あ
り
︑
石
牌
の
﹁
挌
﹂

と
同
義
︒﹃
孟
子
﹄
盡
心
違
句
下
は
﹁
晉
人
�
馮
B
者
︑
善
搏
虎
︑
卒
爲
善
士
﹂

と
し
て
虎
ì
治
で
知
ら
れ
た
晉
の
馮
B
の
逸
話
を
紹
介
し
て
い
る
︒

｢椎
﹂
は
工
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ほ
か
︑
大
型
の
鐵
椎
は
武
器
と
さ
れ
た
︒

﹃
¢
記
﹄
魏
公
子
列
傳
に
﹁
朱
亥
袖
四
十
斤
鐵
椎
︑
椎
殺
晉
鄙
︑
公
子
í
將
晉

鄙
軍
﹂
と
あ
り
︑
戰
國
魏
の
晉
鄙
を
朱
亥
が
鐵
椎
で
殺
î
し
た
と
い
う
︒
ま
た
︑

同
書
・
留
侯
世
家
に
は
﹁
得
力
士
︑
爲
鐵
椎
重
百
二
十
斤
︒
秦
皇
I
東
游
︑
良

與
客
狙
擊
秦
皇
I
r
浪
沙
中
︑
ï
中
副
車
﹂
と
張
良
が
鐵
椎
を
得
�
と
す
る
力

士
を
ð
っ
て
始
皇
I
を
ñ
殺
し
よ
う
と
し
た
話
が
あ
る
︒
そ
の
ほ
か
︑
儀
仗
具

と
し
て
用
い
ら
れ
た
﹁
椎
斧
﹂
も
あ
り
︑
武
家
璧
︹
二
〇
一
〇
︺
は
本
石
牌
の

器
物
を
儀
仗
具
と
解
釋
し
て
い
る
︒

55

魏
〼

(M
二
：
八
六

報
吿
八
〇

−

三

圭
形
)

魏
の
武
王
が
常
に
用
い
た
器
物
を
記
し
た
も
の
︒
石
牌
上
端
の
一
部
を
除
い

て
大
部
分
を
缺
失
し
て
お
り
︑
別
の
石
牌
片
と
接
合
す
る
可
能
性
が
あ
る
︒

五
︑
儀
禮

56

黃
蜜
金
廿
餠
︑

白
蜜
銀
廿
餠
︑

億
巳
錢
五
萬

(M
二
：
二
八
八

報
吿
八
三

−

二

六
角
形
)

57

黃
蜜
金
廿
餠
︑

白
蜜
銀
廿
餠
︑

億
巳
錢
五
萬

(M
二
：
三
一
七

寫
眞
未
見

六
角
形
)

黃
蜜
の
金
餠
二
〇
枚
︑
白
蜜
の
銀
餠
二
〇
枚
︑
億
巳

(
祉
)
錢
五
萬
枚
︒

同
じ
銘
�
の
石
牌
が
二
點
出
土
し
て
い
る
︒

｢
黃
蜜
金
﹂﹁
白
蜜
銀
﹂
の
ふ
る
い
用
例
は
な
い
も
の
の
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
黃

金
﹂﹁
白
銀
﹂
に
對
應
す
る
︒﹁
餠
﹂
は
ó
一
斤
の
金
・
銀
を
圓
盤
狀
に
し
た
も

の
を
い
い
︑
こ
こ
で
は
助
數
詞
�
に
用
い
ら
れ
る
︒
¢
書
に
は
﹃
後
漢
書
﹄
董

卓
列
傳
の
�
に
引
く
﹃
獻
I
紀
﹄
に
﹁
(牛
)
輔
帳
下
荏
胡
赤
兒
等
⁝
⁝
自
帶

二
十
餘
餠
金
︑
大
白
珠
瓔
﹂︑﹃
後
漢
書
﹄
列
女
傳
・
樂
羊
子
妻
に
﹁
羊
子
嘗
行

路
︑
得
+
金
一
餠
︑
ô
以
與
妻
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
﹃
三
國
志
﹄
魏
書
・
三
少
I

紀
の
嘉
7
五
年

(二
五
三
)
八
f
齊
王
芳
の
詔
に
﹁
賜
銀
千
鉼
︑
絹
千
J
﹂
と

記
さ
れ
る
︒

出
土
例
で
は
三
八
五
枚
の
金
餠
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
江
西
省
南
昌
の
海
昏
侯

劉
賀
墓
︹
江
西
省
�
物
考
古
硏
究
院
ほ
か
二
〇
二
〇
︺
を
は
じ
め
�
漢
代
の
例
は
多

い
も
の
の
︑
後
漢
以
影
の
例
は
少
な
い
︒
湖
南
常
德
の
後
漢
塼
室
墓
か
ら
金
餠
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八
枚
と
銀
餠
四
六
枚
が
出
土
し
︹
王
二
〇
一
三
︺
︑
後
漢
後
õ
か
ら
三
國
時
代
と

さ
れ
る
湖
北
襄
陽
の
°
越
一
號
墓
︹
襄
樊
市
�
物
考
古
硏
究
�
二
〇
一
三
︺
か
ら
は

金
餠
・
銀
餠
各
一
點
が
出
土
し
て
い
る
た
め
︑
こ
の
石
牌
が
記
す
と
お
り
金

餠
・
銀
餠
の
實
物
が
副
葬
さ
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
︒

た
だ
し
︑﹃
晉
書
﹄
山
濤
傳
に
よ
れ
ば
武
I
の
太
康
四
年

(二
八
三
)
に
山
濤

が
歿
し
た
際
︑﹁
詔
賜
東
園
祕
器
・
~
(
一
具
・
衣
一
襲
・
錢
五
十
萬
・
布
百

J
︑
以
供
喪
事
︑
策
贈
司
徒
︑
蜜
印
紫
綬
︑
侍
中
貂
蟬
︑
怨
沓
伯
蜜
印
靑
朱
綬
︑

祭
以
太
牢
︑
諡
曰
康
︒
將
葬
︑
賜
錢
四
十
萬
・
布
百
J
﹂
と
﹁
蜜
印
﹂
が
賜
與

さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
同
・
陶
侃
傳
に
よ
れ
ば
陶
侃
が
歿
し
た
際
に
成
I
が
詔
を

下
し
て
﹁
今
 
ö
鴻
臚
÷
贈
大
司
馬
︑
假
蜜
違
︑
祠
以
太
牢
﹂
と
﹁
蜜
違
﹂
が

賜
與
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
同
書
・
禮
志
中
に
も
﹁
武
I
泰
始
四
年
︑
�
/
王

皇
后
t
︑
將
合
葬
︑
開
崇
陽
陵
︑
X
太
尉
司
馬
F
奉
祭
︑
ø
皇
I
密

(蜜
)
璽

綬
於
�
¦
神
坐
﹂
と
�
/
皇
太
后
王
氏
を
崇
陽
陵
に
合
葬
す
る
に
あ
た
り
﹁
密

(蜜
)
璽
﹂
を
ø
�
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
い
ず
れ
も
死
者
の
た
め
に
用
�

し
た
蜜
蠟
の
印
違
を
い
う
︒
晉
代
に
散
見
す
る
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
推
測
す
る

と
︑
石
牌
の
﹁
黃
蜜
金
廿
餠
︑
白
蜜
銀
廿
餠
﹂
も
ま
た
蜜
蠟
で
製
作
し
た
金

餠
・
銀
餠
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

｢億
巳
錢
﹂
は
用
例
が
な
い
も
の
の
﹃
風
俗
�
義
﹄
祀
典
・
禊
に
﹁
巳
者
︑

祉
也
︑
T
疾
已
去
︑
祈
分
祉
也
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
巳
﹂
は
﹁
祉
﹂
に
同
じ
︒

曹
魏
の
阮
籍
﹁
大
人
先
生
傳
﹂
(﹃
漢
魏
六
~
一
百
三
家
集
﹄
卷
三
十
四
・
魏
阮
籍
集
)

に
﹁
卜
吉
宅
︑
慮
乃
億
祉
︒
ú
禍
�
福
︑
永
堅
固
己
﹂
と
あ
り
﹁
億
祉
﹂
は
多

く
の
幸
い
を
い
う
︒
つ
ま
り
︑
石
牌
の
﹁
億
巳
錢
﹂
は
﹁
億
祉
錢
﹂
で
あ
り
︑

多
く
の
吉
祥
を
も
た
ら
す
錢
︑
厭
8
錢
の
類
で
あ
ろ
う
︒

58

玄
三
早
緋

(M
二
：
三
三
五

報
吿
八
九

−

四

六
角
形
)

黑
赤
色
の
ね
り
ぎ
ぬ
の
ý
帛
が
三
枚
︒

｢玄
﹂
は
黑
色
︑
ま
た
赤
黑
い
色
を
い
う
︒﹃
說
�
﹄
玄
部
に
﹁
玄
︑
幽
ú
也
︑

黑
而
�
赤
色
者
爲
玄
﹂
と
あ
り
︑﹃
詩
﹄
小
S
・
魚
藻
之
什
・
何
草
不
黃
﹁
何

草
不
玄
︑
何
人
不
矜
﹂
の
¤
箋
に
﹁
玄
︑
赤
黑
色
﹂
と
あ
る
︒

古
代
の
天
子
や
貴
族
の
喪
葬
儀
禮
で
は
︑
死
者
に
馬
と
玄
纁
の
ý
帛
が
贈
ら

れ
︑
そ
れ
を
﹁
賵
﹂
と
稱
し
た
︒﹃
儀
禮
﹄
旣
夕
禮
に
﹁
公
賵
︑
玄
纁
束
・
馬

兩
﹂
と
あ
っ
て
葬
þ
の
�
日
に
國
君
か
ら
馬
と
ý
帛
が
贈
ら
れ
︑
ま
た
墓
壙
に

柩
を
お
さ
め
た
直
後
に
も
死
者
に
﹁
玄
纁
束
﹂
が
贈
ら
れ
た
︹
池
田
一
九
七
六
︺
︒

漢
の
劉
向
﹃
說
苑
﹄
脩
�
に
﹁
賵
者
何
︒
喪
事
�
賵
者
︑
蓋
以
乘
馬
束
帛
輿
馬

曰
賵
︑
貨
財
曰
賻
︑
水
被
曰
襚
︑
口
實
曰
唅
︑
玩
好
曰
贈
︒
知
生
者
賻
賵
︑
知

死
者
贈
襚
︒
贈
襚
�
以
þ
死
也
︑
賻
賵
�
以
佐
生
也
︒
輿
馬
・
束
帛
・
貨
財
・

衣
被
・
玩
好
︑
其
數
奈
何
︒
曰
︑
天
子
乘
馬
六
J
︑
諸
侯
四
J
︑
大
夫
三
J
︑

元
士
二
J
︑
下
士
一
J
︒
天
子
束
帛
五
J
︑
玄
三
纁
二
︑
各
五
十
尺
︑
諸
侯
玄

三
纁
二
︑
各
三
十
尺
︑
大
夫
玄
一
纁
二
︑
各
三
十
尺
﹂
と
あ
り
︑
天
子
に
は

﹁
束
帛
五
J
︑
玄
三
纁
二
﹂︑
諸
侯
に
は
﹁
玄
三
纁
二
﹂
が
贈
ら
れ
た
と
い
う
︒

｢玄
三
﹂
は
葬
儀
に
お
い
て
死
者
に
贈
る
黑
色
の
ý
帛
︒﹃
禮
記
﹄
雜
記
上
に

﹁
魯
人
之
贈
也
︑
三
玄
二
纁
︑
廣
尺
︑
長
W
幅
﹂
と
あ
る
︒﹃
周
禮
﹄
天
官
・
染

人
﹁
凡
染
︑
春
暴
練
︑
夏
纁
玄
︑
秋
染
夏
︑
冬
獻
功
﹂
の
¤
玄
�
に
﹁
玄
纁
者
︑

天
地
之
色
︑
以
爲
祭
(
﹂
と
あ
り
︑﹁
玄
﹂
の
色
は
天
を
象
�
し
た
︒﹃
續
漢

書
﹄
禮
儀
志
下
・
大
喪
に
﹁
贈
ý
︑
玄
三
纁
二
︑
各
長
尺
二
寸
︑
廣
閏
幅
﹂
と

あ
る
よ
う
に
︑
後
漢
皇
I
の
葬
儀
で
も
﹁
玄
三
纁
二
﹂
が
贈
ら
れ
た
︒
西
朱
村

石
牌
に
も
﹁
玄
三
纁
二
﹂
(
#
�
190
︑
M
一
：
一
六
四
)
が
あ
る
︒

｢早
緋
﹂
は
﹁
皁
緋
﹂
に
同
じ
で
︑
黑
赤
色
の
ね
り
ぎ
ぬ
︒﹁
早
﹂
と
﹁
皁
﹂

の
關
係
に
つ
い
て
は
﹃
釋
名
﹄
釋
綵
帛
に
﹁
皂
︑
早
也
︑
日
未
出
時
︑
早
C
視

物
皆
黑
︑
此
色
如
之
也
﹂
と
あ
り
︑﹁
皂

(
皁
)
﹂
は
﹁
早
﹂
の
こ
と
で
︑
夜
/

け
�
の
色
だ
と
說
/
し
て
い
る
よ
う
に
︑
黑
色
を
�
味
す
る
︒﹁
緋
﹂
は
﹃
說

曹操高陵出土石牌銘校�

175



�
﹄
糸
部
に
﹁
緋
︑
帛
赤
色
也
﹂
と
あ
り
︑
赤
色
の
ね
り
ぎ
ぬ
を
い
う
︒
先
に

み
た
よ
う
に
︑﹁
玄
﹂
は
赤
黑
色
で
あ
る
か
ら
︑﹁
玄
三
﹂
の
ý
帛
の
色
と
素
材

を
說
/
し
て
﹁
早
緋
﹂
と
営
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︹
徐
ほ
か
二
〇
一
八
︺
︒

59

勳
二
絳
緋

(M
二
：
二
五
四

報
吿
八
三

−

一

六
角
形
)

赤
色
の
ね
り
ぎ
ぬ
の
ý
帛
が
二
枚
︒

｢勳
二
﹂
は
﹁
纁
二
﹂
に
�
じ
︑
赤
色
の
ý
帛
を
い
う
︒﹁
纁
﹂
は
う
す
い
赤

色
︒﹃
說
�
﹄
糸
部
に
﹁
纁
︑
淺
絳
也
﹂
と
あ
る
︒﹁
纁
二
﹂
は
先
の
﹁
玄
三
﹂

と
な
ら
ん
で
﹃
禮
記
﹄
雜
記
上
に
﹁
魯
人
之
贈
也
︑
三
玄
二
纁
︑
廣
尺
︑
長
W

幅
﹂︑﹃
續
漢
書
﹄
禮
儀
志
下
・
大
喪
に
﹁
贈
ý
︑
玄
三
纁
二
︑
各
長
尺
二
寸
︑

廣
閏
幅
﹂
と
記
さ
れ
︑
葬
儀
に
際
し
て
死
者
に
贈
ら
れ
た
︒

｢絳
﹂
は
深
い
赤
色
︒﹃
說
�
﹄
糸
部
に
﹁
絳
︑
大
赤
也
﹂︑﹃
釋
名
﹄
釋
綵
帛

に
﹁
絳
︑
工
也
︑
染
之
難
得
色
︑
以
得
色
爲
工
也
﹂
と
あ
る
︒
�
項
に
み
た
よ

う
に
﹁
緋
﹂
は
赤
色
の
ね
り
ぎ
ぬ
を
い
う
︒
こ
れ
も
や
は
り
﹁
纁
二
﹂
の
ý
帛

に
つ
い
て
﹁
絳
緋
﹂
と
営
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

60

竹
翣
一

(M
二
：
三
二
四

寫
眞
未
見

六
角
形
)

竹
製
の
﹁
翣
﹂
が
一
つ
︒

｢
翣
﹂
は
�
子
狀
の
柩
の
か
ざ
り
︒﹃
禮
記
﹄
喪
(
大
記
﹁
)
棺
︑
君
龍
帷
︑

三
池
︑
振
容
︑
黼
荒
︑
火
三
列
︑
黼
三
列
︑
素
錦
褚
︑
加
僞
荒
︑
纁
紐
六
︑
齊
︑

五
采
︑
五
貝
︑
黼
翣
二
︑
黻
翣
二
︑
畫
翣
二
︑
皆
戴
圭
﹂
の
¤
玄
�
に
﹁
漢
禮
︑

翣
以
木
爲
筐
︑
廣
三
尺
︑
高
二
尺
四
寸
︑
方
兩
角
高
︑
衣
以
白
布
︑
畫
者
畫
雲

氣
︑
其
餘
各
如
其
象
︑
柄
長
五
尺
︑
車
行
︑
X
人
持
之
而
從
︑
旣
窆
樹
於
壙

中
﹂
と
あ
る
︒
漢
の
禮
に
よ
れ
ば
﹁
翣
﹂
と
は
方
形
の
木
筐
に
白
布
を
か
ぶ
せ

て
雲
氣
G
な
ど
を
あ
ら
わ
し
︑
柄
を
と
り
つ
け
た
も
の
で
︑
そ
れ
を
柩
車
と
と

も
に
墓
�
に
þ
り
︑
埋
葬
後
は
墓
壙
に
立
て
た
︒
¤
玄
が
木
製
と
說
/
す
る
の

に
對
し
て
︑
曹
操
高
陵
の
石
牌
は
﹁
竹
翣
﹂
と
記
す
︒
ま
た
︑
西
朱
村
石
牌
に

﹁
白
布
黻
翣
二
﹂
(
#
�
189
︑
M
一
：
八
六
)
が
あ
る
︒

61

冒
一

(M
二
：
三
二
三

報
吿
八
八

−

二

六
角
形
)

冒
が
一
點
︒

｢冒
﹂
は
死
者
の
+
體
を
v
う
布
を
い
う
︒﹃
禮
記
﹄
雜
記
下
に
﹁
冒
者
何
也
︑

�
以
揜
形
也
﹂︑﹃
釋
名
﹄
釋
喪
制
に
は
﹁
以
囊
韜
其
形
曰
冒
︑
v
其
形
︑
X
人

勿
惡
也
﹂
と
あ
り
︑
冒
は
形

(
+
體
)
を
v
う
も
の
だ
と
說
/
し
て
い
る
︒﹃
儀

禮
﹄
士
喪
禮
で
は
死
後
ま
も
な
く
死
者
に
衣
(
な
ど
を
着
せ
る
﹁
襲
﹂
の
衣
物

に
﹁
冒
﹂
が
含
ま
れ
︑﹁
冒
緇
質
︑
長
與
手
齊
︑
䞓
殺
掩
足
﹂
と
記
さ
れ
る
︒

そ
の
¤
玄
�
に
﹁
冒
︑
韜
尸
者
︑
制
如
直
囊
︑
上
曰
質
︑
下
曰
殺
︒
質
︑
正
也
︑

其
用
之
先
︑
以
殺
韜
足
而
上
︑
後
以
質
韜
首
而
下
︑
齊
手
︒
上
玄
下
纁
︑
象
天

地
也
﹂
と
あ
り
︑
冒
は
屍
を
つ
つ
む
も
の
で
︑
長
い
囊
狀
を
�
し
︑
ま
ず
下
{

部
の
﹁
殺
﹂
に
足
を
入
れ
︑
さ
ら
に
上
{
部
の
﹁
質
﹂
に
よ
っ
て
首
か
ら
手
ま

で
を
v
う
の
だ
と
い
う
︒
¤
玄
は
ま
た
﹃
喪
大
記
﹄
を
引
い
て
﹁
君
錦
冒
︑
黼

殺
︑
綴
旁
七
︑
大
夫
玄
冒
︑
黼
殺
︑
綴
旁
五
︑
士
緇
冒
︑
䞓
殺
︑
綴
旁
三
︑
凡

冒
質
長
與
手
齊
︑
殺
三
尺
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒
湖
南
省
長
沙
馬
王
堆
一
號
墓
の

墓
5
の
+
體
は
二
枚
の
肌
着
の
上
か
ら
數
重
の
織
物
で
v
わ
れ
︑
さ
ら
に
多
數

の
衣
(
と
寢
衣
が
か
さ
ね
ら
れ
て
い
た
︒
肌
着
の
上
を
v
っ
て
い
る
數
重
の
織

物
は
腐
食
が
ひ
ど
い
も
の
の
︑
も
と
は
﹁
冒
﹂
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る

︹
湖
南
省
r
物
館
ほ
か
一
九
七
三
︺
︒

一
方
︑﹁
冒
﹂
は
﹁
瑁
﹂
に
同
じ
で
︑
玉
器
の
一
種
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
︒

﹃
周
禮
﹄
冬
官
考
工
記
下
・
玉
人
に
﹁
天
子
執
冒
︑
四
寸
︑
以
~
諸
侯
﹂
と
あ
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り
︑
天
子
が
諸
侯
に
~
す
る
と
き
に
﹁
冒
﹂
を
用
い
た
︒
そ
の
¤
玄
�
に
﹁
名

玉
曰
冒
者
︑
言
德
能
v
蓋
天
下
也
︑
四
寸
者
︑
方
以
	
接
卑
︑
以
小
爲
貴
﹂
と

あ
る
︒
ま
た
︑﹃
說
�
﹄
玉
部
に
﹁
瑁
︑
諸
侯
執
圭
~
天
子
︑
天
子
執
玉
以
冒

之
︑
似
犂
冠
﹂
と
い
い
︑
諸
侯
が
持
參
し
た
圭
の
頭
部
に
ぴ
っ
た
り
か
ぶ
さ
る

よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
玉
器
が
﹁
瑁
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
具
體
�
な
形
狀
に
つ
い
て

は
正
方
形
と
す
る
說
と
犂
狀
と
す
る
說
が
あ
る
も
の
の
︑
現
在
ま
で
に
そ
れ
ら

し
き
玉
器
は
發
見
さ
れ
て
い
な
い
︹
林
一
九
九
一
︺
︒

62

輴
車
上
廣
四
尺
長

一
丈
三
尺
五
寸
漆

斗
帳


一
具

(M
二
：
三
六
一

報
吿
九
〇

−

二

六
角
形
)

輴
車
上
で
用
い
る
漆
塗
り
の
斗
帳
の
骨
組
で
︑
幅
四
尺
︑
長
さ
一
丈
三
尺
五

寸
の
も
の
が
一
式
︒

報
吿
は
三
行
目
第
一
・
第
二
字
を
﹁
升
帳
﹂
と
讀
む
が
︑﹁
斗
帳
﹂
が
正
し

い
︒｢

輴
車
﹂
は
棺
を
載
せ
る
車
で
︑
殯
お
よ
び
葬
þ
に
用
い
る
︒﹃
禮
記
﹄
檀
弓

上
﹁
天
子
之
殯
也
︑
菆
塗
龍
輴
以
椁
﹂
の
¤
玄
�
に
﹁
天
子
殯
以
輴
車
︑
畫
轅

爲
龍
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
天
子
の
殯
に
用
い
る
輴
車
を
特
に
龍
輴
と
呼
び
︑
そ

の
轅
に
龍
が
描
か
れ
た
︒
後
世
の
事
例
と
し
て
︑﹃
梁
書
﹄
�
憲
之
傳
で
は
そ

の
臨
W
の
制
を
命
じ
て
﹁
入
棺
之
物
︑
一
無
�
須
︒
載
以
輴
車
︑
v
以
粗
布
︑

爲
X
人
勿
惡
也
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒
ま
た
﹃
怨
H
書
﹄
禮
樂
志
十
・
凶
禮
で
は

﹁
諸
臣
之
喪
﹂
に
﹁
輴
車
﹂
が
規
定
さ
れ
︑﹃
�
典
﹄
卷
一
三
九
・
開
元
禮
纂
類

三
四
・
凶
六
に
は
﹁
四
品
以
下
無
輴
車
﹂
と
定
め
ら
れ
て
い
る
︒

山
東
省

山
の
畫
宴
石
に
は
葬
þ
車
と
考
え
ら
れ
る
四
輪
車
の
表
現
が
あ
り
︑

﹁
轀
輬
車
﹂﹁
廣
柳
車
﹂﹁
輀
車
﹂
な
ど
の
可
能
性
が
檢
討
さ
れ
て
い
る
も
の
の

︹
王
ほ
か
一
九
八
九
︺
︑﹁
輴
車
﹂
に
﹁
斗
帳
﹂
を
か
け
た
も
の
を
表
現
し
た
可
能

性
も
あ
る
︒

な
お
︑
石
牌
の
記
載
は
︑
輴
車
上
で
用
い
る
斗
帳
の
枠
に
つ
い
て
営
べ
た
も

の
で
︑
輴
車
は
含
ま
な
い
こ
と
か
ら
︑
墓
�
ま
で
柩
と
一
緖
に
載
せ
て
き
た
帳

だ
け
が
墓
中
に
お
さ
め
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒

63

絳
駅
披
一

(M
二
：
三
三
四

報
吿
八
九

−

三

六
角
形
)

赤
色
の
粗
布
で
で
き
た
柩
紐
が
一
本
︒

｢
駅
﹂
は
粗
布
︒﹃
釋
名
﹄
釋
綵
帛
は
﹁
紡
︑
麤
絲
織
之
曰
駅
︑
駅
︑
寥
也
︑

寥
寥
然
也
﹂
と
営
べ
︑
粗
い
糸
で
織
り
な
し
た
布
を
﹁
駅
﹂
と
す
る
︒

｢披
﹂
は
喪
葬
の
具
︒
柩
車
の
兩
側
か
ら
引
っ
張
っ
て
柩
が
傾
く
の
を
防
ぐ

た
め
の
紐
︒﹃
禮
記
﹄
檀
弓
に
﹁
孔
子
之
喪
︑
公
西
赤
爲
志
焉
︒
)
棺
・
牆
︑

置
翣
︑
設
披
︑
周
也
︒
設
崇
︑
殷
也
︒
綢
練
設
旐
︑
夏
也
﹂
と
あ
り
︑﹃
釋
名
﹄

釋
喪
制
に
﹁
翣
︑
齊
人
謂
�
爲
翣
︑
此
似
之
也
︑
象
翣
�
爲
淸
涼
也
︒
翣
�
黼

�
畫
︑
各
以
其
)
名
之
也
︒
兩
旁
引
之
曰
披
︑
披
︑
擺
也
︑
各
於
一
旁
引
擺
之
︑

備
傾
倚
也
﹂
と
あ
る
︒

『儀
禮
﹄
旣
夕
禮
で
は
葬
þ
の
�
に
柩
を
車
に
載
せ
て
)
り
︑
そ
の
�
�
で

﹁
設
披
﹂
が
な
さ
れ
る
︒
そ
の
¤
玄
�
に
﹁
披
︑
輅
柳
棺
上
︑
貫
結
於
戴
︑
人

居
旁
牽
之
︑
以
備
傾
虧
﹂
と
い
い
︑
ま
た
﹃
喪
大
記
﹄
を
引
い
て
﹁
士
戴
�
纁

後
緇
︑
二
披
用
纁
﹂
と
記
し
て
い
る
︒

64

白
縑
畫
鹵
�
・
�

觀
・
食
廚
各

一
具

(M
二
：
三
〇
八

怨
出
一
七
頁
上

六
角
形
)

曹操高陵出土石牌銘校�
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白
い
か
と
り
ぎ
ぬ
に
出
行
・
樓
觀
・
厨
¦
の
場
面
を
描
い
た
帛
畫
︒

｢鹵
d
﹂
は
﹁
鹵
�
﹂
で
あ
り
︑
天
子
の
行
列
を
い
う
︒
蔡
邕
﹃
獨
斷
﹄
卷

下
に
﹁
天
子
出
︑
車
駕
R
第
謂
之
鹵
�
︑
�
大
駕
︑
�
小
駕
︑
�
法
駕
﹂
と
あ

り
︑
ま
た
﹃
後
漢
書
﹄
孝
崇
匽
皇
后
紀
﹁
中
謁
者
僕
射
典
護
喪
事
︑
侍
御
¢
護

大
駕
鹵
�
﹂
の
�
に
引
く
﹃
漢
官
儀
﹄
に
﹁
天
子
車
駕
R
第
謂
之
鹵
�
︒
�
大

駕
︑
法
駕
︑
小
駕
﹂
と
記
さ
れ
る
︒﹃
藝
�
類
聚
﹄
I
王
部
に
引
く
曹
丕
の
魏

武
I
哀
策
�
に
は
﹁
鹵
�
旣
整
︑
三
官
騈
羅
︑
�
驅
円
旗
︑
方
相
執
戈
﹂
と
あ

り
︑
ま
さ
に
曹
操
自
身
の
葬
列
を
﹁
鹵
�
﹂
と
表
現
し
て
い
る
︒

｢
�
觀
﹂
は
�
覽
あ
る
い
は
高
樓
の
こ
と
︒﹃
韓
非
子
﹄
存
韓
]
に
﹁
秦
王
飮

食
不
甘
︑
游
觀
不
樂
︑
�
在
專
圖
趙
﹂
と
あ
り
︑﹃
三
國
志
﹄
蜀
書
・
諸
µ
亮

傳
に
は
﹁
(劉
)
琦
乃
將
亮
游
觀
後
園
︑
共
上
高
樓
﹂
と
あ
る
︒

｢食
廚
﹂
は
厨
¦
の
宴
炊
�
景
を
描
い
た
も
の
︒

石
牌
は
︑
白
い
か
と
り
ぎ
ぬ
に
出
行
圖
・
樓
觀
圖
・
厨
¦
圖
を
そ
れ
ぞ
れ
描

い
た
も
の
を
い
い
︑
後
漢
の
畫
宴
石
や
魏
晉
以
影
の
墓
室
內
壁
畫
の
圖
宴
と
も

共
�
す
る
︒
曹
操
高
陵
の
甬
¯
壁
面
で
は
若
干
の
,
色
が
檢
出
さ
れ
て
い
る
も

の
の
︑
墓
室
內
に
は
壁
畫
が
描
か
れ
た
形
跡
が
な
い
︒
墓
室
內
の
壁
面
で
確
µ

さ
れ
て
い
る
頭
部
が
�
狀
を
な
す
多
數
の
鐵
釘
の
一
部
は
︑
こ
の
三
種
の
帛
畫

を
懸
垂
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

な
お
︑
�
漢
の
長
沙
馬
王
堆
三
號
墓
で
は
槨
の
西
壁
に
﹁
車
馬
儀
仗
圖
﹂︑

東
壁
に
﹁
行
樂
圖
﹂
の
帛
畫
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
︒
�
者
に
つ
い
て
報
吿
者
は

﹁
軍
陣
þ
葬
圖
﹂
す
な
わ
ち
葬
þ
行
列
と
解
釋
し
う
る
と
営
べ
る
の
に
對
し

︹
湖
南
省
r
物
館
ほ
か
二
〇
〇
四
：
一
〇
九
～
一
一
一
頁
︺
︑
岡
村
秀
典
は
後
漢
の
畫

宴
石
や
壁
畫
と
同
種
の
﹁
墓
5
の
輝
か
し
い
生
�
の
職
務
を
描
寫
し
た
﹂
圖
宴

と
み
る
︹
岡
村
二
〇
二
一
：
一
八
〇
頁
︺
︒

六
︑
娛
樂

65

樗
蒲
牀
一

(M
二
：
二
八
九

報
吿
八
三

−

三

六
角
形
)

樗
蒲
の
牀

(盤
)
が
一
つ
︒

｢樗
蒲
﹂
に
つ
い
て
は
︑
張
華
﹃
r
物
志
﹄
逸
�

(﹃
太
7
御
覽
﹄
方
»
部
)
に

﹁
老
子
入
西
戎
�
樗
蒲
︑
樗
蒲
︑
五
木
也
︑
或
云
胡
人
亦
爲
樗
蒲
卜
︑
後
傳
樓

陰
善
其
功
﹂
と
あ
り
︑
老
子
が
西
域
か
ら
傳
え
た
と
す
る
說
が
あ
る
︒﹁
五
木
﹂

と
呼
ば
れ
る
一
種
の
サ
イ
コ
ロ
の
目
に
し
た
が
っ
て
コ
マ
を
動
か
す
こ
と
か
ら
︑

そ
の
�
戲
自
體
を
﹁
五
木
﹂
と
稱
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒

｢樗
蒲
牀
﹂
は
樗
蒲
の
盤
を
い
う
︒
盤
の
足
の
あ
る
も
の
を
﹁
牀
﹂︑
足
の
な

い
も
の
を
﹁
枰
﹂
と
稱
し
た
︒

西
朱
村
石
牌
に
は
﹁
墨
漆
畫
㯉
蒲
牀
一
︑
／
五
木
・
籌
・
丹
縑
衣
・
／
箱
・

柙
自
副
﹂
(
#
�
203
︑
M
一
：
七
)
と
﹁
象
牙
錐
畫
㯉
／
蒲
牀
一
︑
五
木
・
籌
・

／
丹
縑
囊
・
柙
自
副
﹂
(
#
�
204
︑
M
一
：
四
一
五
)
が
あ
り
︑﹁
㯉
蒲
﹂
は
﹁
樗

蒲
﹂
に
同
じ
で
︑
西
朱
村
例
で
は
牀
と
五
木

(サ
イ
コ
ロ
)
・
籌

(算
木
)
が

セ
ッ
ト
と
な
っ
て
お
り
︑
ま
た
そ
れ
ら
を
收
P
す
る
囊
や
柙
を
と
も
な
う
︒

七
︑
不
詳

66

木
繩
叉
一

(M
二
：
三
〇
三

聯
會
用
品
類
一
〇

六
角
形
)

｢木
繩
叉
﹂
が
一
つ
︒

李
梅
田
は
﹁
叉
﹂
は
﹁
釵
﹂
に
同
じ
で
︑
髮
)
と
し
︑
+
體
の
髮
を
ま
と
め

た
も
の
と
推
定
す
る
︒

閻
焰
︹
二
〇
二
二
︺
は
﹁
木
繩
叉
﹂
と
は
漢
魏
晉
墓
か
ら
し
ば
し
ば
出
土
す

東 方 學 報
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る
﹁
叉
形
器
﹂
で
あ
り
︑
曹
操
高
陵
か
ら
も
そ
れ
が
實
際
に
出
土
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
た

(M
二
：
三
三
六
)
︒
ま
た
︑
西
朱
村
石
牌
﹁
繩
叉
一
︑
繩
自
副
﹂

(M
一
：
三
四
)
も
同
種
の
器
物
と
す
る
︒
た
だ
し
︑
閻
焰
は
叉
形
器
を
髮
)
と

す
る
說
を
否
定
し
︑
晉
墓
出
土
例
に
繩
を
卷
き
つ
け
た
痕
跡
が
あ
る
こ
と
︑
�

年
の
洛
陽
後
漢
墓
出
土
例
に
男
性
墓
5
の
頭
側
か
ら
銅
叉
形
器
が
板
硯
な
ど
�

具
類
と
と
も
に
出
土
し
た
こ
と
を
根
據
に
︑
こ
れ
を
�
具
の
一
種
で
︑
鯵
牘
を

綴
る
繩
を
卷
き
つ
け
る
﹁
鯵
册
捆
紮
器
﹂
と
解
釋
し
て
い
る
︒

67

�
鍤
母
一

(M
二
：
三
〇
九

報
吿
八
七

−

一

六
角
形
)

｢
�
鍤
母
﹂
が
一
つ
︒

器
形
不
詳
︒
李
梅
田
は
髮
)
の
類
と
解
釋
す
る
︒

出
典
略
號

#
�
⁝
⁝
﹁
三
世
紀
東
ア
ジ
ア
の
硏
究
﹂
班

二
〇
二
二

｢洛
陽
西
朱
村
曹
魏
墓
出
土

石
牌
銘
#
�
﹂﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第
九
七
册

報
吿
⁝
⁝
河
南
省
�
物
考
古
硏
究
院
´
著

二
〇
一
六

『曹
操
高
陵
﹄
中
國
社
會
科
學

出
版
社

李
梅
田
⁝
⁝
李
梅
田

二
〇
一
四

｢曹
操
墓
刻
銘
石
牌
名
物
小
考
﹂﹃
北
方
民
族
考
古
﹄

第
一
輯

聯
會
⁝
⁝
李
凭
5
´

二
〇
一
〇

『曹
操
高
陵
︱
︱
中
國
秦
漢
¢
硏
究
會
︑
中
國
魏
晉

南
北
~
¢
學
會
會
長
聯
席
會
議
﹄
浙
江
�
藝
出
版
社

怨
出
⁝
⁝
¤
志
剛
・
尙
曉
周

二
〇
一
〇

『曹
操
高
陵
怨
出
土
石
刻
#
﹄
河
南
美
»
出

版
社

參
考
�
獻

(
日
�
)
五
十
�
順

池
田
末
利
譯
�

一
九
七
六

『儀
禮
Ⅳ
﹄
東
海
大
學
出
版
會

岡
村
秀
典

二
〇
二
一

『東
ア
ジ
ア
古
代
の
車
社
會
¢
﹄
臨
川
書
店

江
介
也

二
〇
一
二

｢東
ア
ジ
ア
の
鋏
︱
︱
用
Ú
・
表
象
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
副
葬
﹂﹃
中

國
考
古
學
﹄
第
一
二
號

永
田
英
正
´

一
九
九
四

『
漢
代
石
刻
集
成
﹄
同
<
舍
出
版

林
巳
奈
夫

一
九
七
五

｢
漢
代
の
飮
食
﹂
﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第
四
八
册

林
巳
奈
夫
´

一
九
七
六

『
漢
代
の
�
物
﹄
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
�

林
巳
奈
夫

一
九
九
一

『中
國
古
玉
の
硏
究
﹄
吉
川
弘
�
館

林
巳
奈
夫

一
九
九
九

『中
國
古
玉
器
總
說
﹄
吉
川
弘
�
館

楊
泓

(網
干
善
敎
監
譯
・
來
村
多
加
¢
譯
)

一
九
八
五

『中
國
古
兵
器
論
叢
﹄
關
西
大

學
出
版
部

參
考
�
獻

(
中
�
)
拼
�
順

董
珊

二
〇
〇
二

｢景
初
元
年
帳
�
銅
考
﹂﹃
故
宮
r
物
院
院
刊
﹄
第
三
õ

甘
肅
省
r
物
館

一
九
七
二

｢武
威
�
嘴
子
三
座
漢
墓
發
掘
鯵
報
﹂﹃
�
物
﹄
第
一
二
õ

甘
肅
省
�
物
考
古
硏
究
�

二
〇
二
一

『
敦
煌
佛
爺
c
灣
︱
︱
怨
店
臺
墓
群
二
〇
一
五

年
度
發
掘
報
吿
﹄
6
三
册

甘
肅
敎
育
出
版
社

河
南
省
�
物
考
古
硏
究
�
´
著

二
〇
一
〇

『曹
操
墓
眞
相
﹄
科
學
出
版
社

湖
南
省
r
物
館
・
中
國
科
學
院
考
古
硏
究
�
´

一
九
七
三

『長
沙
馬
王
堆
一
號
漢
墓
﹄

�
物
出
版
社

湖
南
省
r
物
館
・
湖
南
省
�
物
考
古
硏
究
�
´

二
〇
〇
四

『長
沙
馬
王
堆
二
︑
三
號

漢
墓
﹄
�
物
出
版
社

江
西
省
歷
¢
r
物
館

一
九
八
〇

｢江
西
南
昌
市
東
吳
高
榮
墓
�
發
掘
﹂﹃
考
古
﹄
第
三

õ

江
西
省
�
物
考
古
硏
究
院
・
北
京
大
學
考
古
�
r
學
院

二
〇
二
〇

｢江
西
南
昌
西
漢

海
昏
侯
劉
賀
墓
出
土
部
分
金
器
�
初
步
硏
究
﹂﹃
考
古
﹄
第
六
õ

連
雲
q
市
r
物
館
・
東
海
縣
r
物
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︑
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︑
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︒
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︑
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︑
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︑
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﹂
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︑
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︒
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﹂
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﹁
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﹂
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︒
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︒
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藏
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︒
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︑
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︑
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︒
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︑
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︒
し
た
が
っ
て
︑
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﹂
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︑
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︒
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﹂
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︑﹁
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﹂
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︒
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